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本報告書について 

1 本報告書は、文部科学省が策定・公表した「専修学校における学校評価ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。）及び特定非営利活動法

人私立専門学校等評価研究機構が、ガイドラインに準拠して制定した「専門学校等評価基準書 Ver4.0」を参考に構成しました。 

  

 

2 「学校の理念・教育目標」、「年度の重点目標と達成計画」を加え、ガイドラインに示されている PDCA を活用した自己評価を行いました。 

 

 

3 本報告書では、「評価項目別取組状況」の小項目毎に評定欄を加えました。評語の考え方は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 本校では、2013 年度より教職員が本校の理念、目標に照らして自らの教育活動を点検・評価し、改善することによって、職業教育の質の保証・

向上に組織的に取り組みました。更に 2014 年度以降、毎年自己点検・自己評価を行い、2015 年 2 月に文部科学省「職業実践専門課程」の認定を受

け、職業教育の充実を図ってまいりました。 

2018 年からは「専門学校等評価基準書 Ver4.0」を用い、より細密な評価を行うとともに早期に完成させています。 

 

 

 

 

※評語の意味 

4 適切に対応している。積極的に課題を発見し、今後更に向上させる。 

3 ほぼ適切に対応しているが課題があり、改善方策への一層の取組みを行う。 

2 対応が十分でなく、やや不適切で課題が多い。課題の抽出と改善方策へ取組む必要が 

 ある。 

1 全く対応をしておらず不適切であり、方針から見直す必要がある。 
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1．対象期間 

    2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 

 

2．実施方法 

    (1) 学内に「自己点検及び自己評価運営委員会」を設置し、委員会を中心に実施しております。 

      「自己点検及び自己評価運営委員会」 

        委 員 長 佐藤直由校長 

        副委員長 熊谷猛教頭 

        委  員 二本柳淳子医療技術学科長 

渡辺英隆総合福祉学科長 

宇川雅晴医療ビジネス学科長  

佐竹正行建築デザイン学科長 

津田真彦教務委員会主事  

阿部秀樹学生委員会主事 

佐藤かおり企画広報委員会主事 

早坂直人キャリ対策委員会主事 

馬場健二専門学校事務部副部長 

 

    (2) 自己評価の評価項目は「専門学校等評価基準書 Ver4.0」に準拠しています。 

 

    (3) 点検・評価結果は、運営委員会で討議し取り纏めました。 

 

    (4) 評価結果の状況及び課題と改善策については、公開を予定しております。 
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1 学校の理念、教育目標  

教 育 理 念 教 育 目 標 

本校は、1978 年、学校教育法に基づき、高等学校における教育の基礎の上に、

工業、医療、教育・社会福祉、商業実務分野に関する専門的な知識と技能を修得

させるとともに、豊かな人間性を培い、社会の発展のために役立つ有為な人材の

育成を目的として設立。 

教育理念・教育目標を明確に定め、今年創立 45 周年を迎えた。 

本校の教育理念は、ますます多様化する現代社会において、まさに時代の要請

に応えられるものである。 

 

【教 育 理 念】 

 

本校は、常に時代の趨勢に即応し、実践力になり得る技術の修得と知識の涵養

を図り、豊かな人間性を備え、社会に奉仕できる人材を育成することを目的とす

る。 

 

 

 

 

 

 

※本校は、2024 年度以降の学生募集を停止している。よって 2023年度入学者

が本校最後の入学者となる（専攻科内部進学者を除く）。 

教育理念を具現化するために 3 つの教育目標を掲げ実学教育を行っている。 

 

【教 育 目 標】 

 

１.豊かな人間性を持つこと 

  健やかな身体と精神を養い、教養と人格の向上に努め、礼儀正しく思いやり

のある人間を目指す。 

 

２.創造性に富んだスペシャリストになること 

  確実な基礎学力のうえに高い専門技術を修得し、自ら道を切り拓く知恵と勇

気を持ったスペシャリストを目指す。 

 

３.国際性豊かな社会人になること 

  わが国の伝統と文化を尊重し地域社会に貢献するとともに、他国の文化を理

解し、国際社会の平和と発展に寄与する広い視野を持った社会人を目指す。 

 

 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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2 本年度の重点目標と達成計画 

2023年度重点目標 達成計画・取組方法 

中期目標・中期計画「輝ける者を育むⅢ」にあたって 

 学校法人東北文化学園大学では、建学の精神である「輝ける者を育む」に基づ

き、目指す人物像として「自立した力を持ち、他者と関り合いながら、未経験の

問題に答える人」を掲げ、人材育成に取り組んでいる。 

  

東北文化学園専門学校の重点的計画及び具体的内容は下記の通り 

 １）2022～2023 年度における重点的計画 

 ２）具体的内容 

   ①中期目標・中期計画「輝ける者を育むⅢ」 

    Ⅰ：将来構想と改革 

    Ⅱ：教育及び修学システムの改善 

    Ⅲ：施設設備の整備 

    Ⅳ：学生生活の充実 

    Ⅴ：地域連携の強化 

    Ⅵ：広報戦略の一元化管理 

    Ⅶ：組織ガバナンス及び財政基盤の強化 

 

 

※東北文化学園専門学校の学生募集は 2023 年度生を最後に停止することを 

2022 年度理事会で承認している。尚、医療ビジネス学科（医療秘書科、医療

情報管理科）及び建築デザイン学科（建築土木科、インテリア科）を卒業後 

それぞれに診療情報管理士専攻科並びに建築士専攻科へ内部進学する場合は

2025 年度の選考試験をもって終了となる。 

１）2023 年度の重点的計画の概要 

   学生募集を停止している状況において、在校生に対する学修環境の整備、改善

を継続して実施するとともに、職業実践専門課程としての教育の質向上に取り組

み、学生の修学満足度の向上を図る。 

 

 ２）具体的内容 

  ①－Ⅰ将来構想と改革 

     職業実践専門課程としての認定を継続し、教育の質を維持する。 

Ⅱ教育及び修学システムの改善 

     科別・科目別の成績評価平均値、学生個々の年次別成績分布図を作成し、

修学状況の可視化分析を行う。 

さらに資格取得・検定試験の対策強化により取得率、合格率の向上を図る。 

Ⅲ施設設備の整備 

   老朽化した設備の一部修繕を行う。 

Ⅳ学生生活の充実 

 資格取得・検定試験の取得率、合格率向上のため、2022 年度の結果を科

別、検定別に検証し対策を強化する。 

 キャリア形成プログラムの維持とキャリアサポートセンターとの連携を

強化する。 

Ⅴ地域連携の強化 

 実習受け入れ事業所・施設・病院等の開拓と学外実習の必修日数を確保す

る。 

Ⅵ広報戦略の一元化管理 

 学生募集停止下ながら充実した学びや学生生活の楽しさを紹介する。 

Ⅶ組織ガバナンス及び財政基盤の強化 

 教職協働による企画で、教職員研修会・公開授業を実施する。 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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3 評価項目別取組状況 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校の基本方針は、最新の現場、知見、技術をスピー

ディーにカリキュラムに反映する「アップデート教育」

と「未来を見据え、学びのニーズに応える学校づくり」

に向けた 

〇常に最新の知見を授業に取り入れる教育力 

〇関連科の連携を推進する学科カリキュラムの編成 

〇実社会に対応するキャリアパスの構築 

〇職業実践力の育成：実践力から実戦力へ 

の 4 点を 2023 年度も継続している。 

2023 年度は下記の通り 4 学科 7 科、2 専攻科体制とし

ている。 

建築デザイン学科 

 ・建築土木科（2 年課程） 

 ・インテリア科（2 年課程） 

 ・建築士専攻科（1 年課程） 

医療ビジネス学科 

 ・医療秘書科（2 年課程） 

 ・医療情報管理科（2 年課程） 

 ・診療情報管理士専攻科（1 年課程） 

総合福祉学科 

 ・介護福祉科（2 年課程） 

 ・社会福祉科（2 年課程） 

医療技術学科 

 ・視能訓練士科（3 年課程） 

 

次年度以降の学生募集を停止したことが、教職員及び

学生のモチベーション低下につながらないよう、職場環

境、修学環境の充実を図る必要がある。 

〇常に最新の知見を授業に取り入れる教育力 

  学生募集停止によって、年次進行毎に学年が減

る環境下においても教育力を維持する必要があ

る。 

最新の業界情報を入手・活用し、授業に取り入れ

る人材が求められることから、2023 年度新たに現

場経験があり、かつ教育指導歴のある教員 5 名の

採用を行った。 

〇関連科の連携を推進する学科カリキュラムの編成 

  学科内の各科において、教育課程編成員の意見

や業界との連携を図り、それぞれの専門知識を共

有し、刺激しあう環境づくりを行い、幅広い知識と

社会の要望に応える応用力、主体的に考える力を

育成する。 

〇実社会に対応するキャリアパスの構築 

  技術者の育成は、資格取得を通過点に教員が直

接「技」を伝え、学ばせることが重要である。 

知識・技術に加えマインド教育ができる少人数

定員の環境づくり、細やかなサポートを実現する

担任制クラス運営により、学生自ら未来へのキャ

リアパスを描けるスキルを養成する。 

〇職業実践力の育成 

  実践的な職業教育を目指し、教育課程編成委員

会の意見を取り入れ、業界ニーズを反映させたカ

リキュラムを作成。職業実践力を育成し実戦力を

養う。 

本校は創立46周年を迎える歴史ある学校であり、

これまでに 2 万 8 千名余の卒業生を輩出している。

建築・土木や医療ビジネス、総合福祉、医療技術な

ど一時期は学校全体で 2千名を超える学生を擁して

いた。 

卒業生は、地方議会議員、企業代表、病・医院の

事務や各セクションの部局（門）長、福祉関連施設

等の施設長、更には各医療技術分野の大学教授や他

の専門学校の教員として後進の育成を行う等、多方

面にて活躍している。 

1999 年、同一キャンパス内に東北文化学園大学

が開学し、教員の相互派遣による教育の質の向上、

図書館や体育館の共用、大学生と共に行うサークル

活動等、全国的にも秀でた教育環境が整備された。 

然しながら、概ね 10 年前より、オープンキャン

パスの高校生参加状況に変化が生じ始め、年を追う

ごとに大学への参加者数が多くなり、専門学校の参

加者が激減するなど、専門学校にとって苦戦を強い

られる状況になっていった。 

この間、最善策を模索し改善を加えるも、高校生

の進路の多様化、社会環境の変化、そして 18 歳人

口の継続的な減少予測等を鑑み、結果として今後、

東北文化学園専門学校に対する大幅な入学生の増

加は見込ないとの判断から、2022 年度の理事会に

おいて、2023 年度の学生募集をもって以降停止す

ることを決定しており、今年度の入学者が最後であ

る。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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1-1 （1/2） 

1-1 理念・目的・育成人材像 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-1 理念・目的・

育成人材像は、定

められているか 

□理念に沿った目的・育成

人材像になっているか 

□理念等は文書化するなど

明確に定めているか 

□理念等において専門分野

の特性は明確になっている

か 

□理念等に応じた課程（学

科）を設置しているか 

□理念等を実現するための

具体的な目標・計画・方法を

定めているか 

□理念等を学生・保護者、関

連業界等に周知しているか 

□理念等の浸透度を確認し

ているか 

□理念等を社会等の要請に

的確に対応させるため、適

宜、見直しを行っているか 

 

 

 

４ 本校の教育理念に基づき、

目的・育成人材像を定め、工

業、医療、教育・社会福祉、

商業実務分野のスペシャリス

トを養成するため 4 学科（7

科 2 専攻科）を設置している。 

理念等は学生便覧に明確に

示すとともに、オリエンテー

ションやホームルームで、保

護者に対しは学校便り（「くに

み通信」）、ホームページにお

いて周知している。 

また、本校全体の目的・育

成人材像を踏まえ、各科で「前

年度の総括」、「次年度の運営

方針」を掲げ、教職員情報共

有のもと運営を行っている。 

業界の有識者で構成される

外部委員の意見に基づき教育

課程の見直しを継続的に行っ

ている。 

本校に対する保護者及び

高校教員の理解、高校生への

浸透を強化するため、各科ホ

ームページの積極的な更新

と、各科の特色等を動画に纏

め SNS 上に公開している

が、十分な閲覧数に達してい

ない現状がある。 

専門学校での充実

した学びや学生生活

の楽しさ、資格取得へ

の取組みなどの活動

場面をホームページ

で積極的に紹介する。 

学生便覧 

各科運営方針 

各科総括 

くにみ通信 

季報 

1-1-2 育成人材像

は専門分野に関

連する業界等の

人材ニーズに適

合しているか 

□課程（学科）毎に関連業界

等が求める知識・技術・技

能・人間性等人材要件を明

確にしているか 

□教育課程、授業計画（シラ

バス）等の策定において関

連業界等からの協力を得て

いるか 

４ 各科が定める教育目標や育

成人材像については、業界の

知見を有する教育課程編成委

員や実習評価等で得た意見を

基に、教育課程、授業計画等

に速やかに反映させている。 

アップデート教育の一層

の充実を図るため、社会情勢

の変化を見極めながら、関連

業界（特に教育課程編成委員

や実習指導者）による現状に

即した意見交換を継続的に

行う必要がある。 

学生のモチベーシ

ョンの維持と実習到

達目標の達成に向け

て、実習指導者に引き

続き支援・協力を依頼

する。 

学生便覧 

教育課程編成委

員会議事録 

各科時間割 

非常勤講師一覧 
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小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-2 続き □専任・兼任（非常勤）にか

かわらず教員採用において

関連業界等からの協力を得

ているか 

□学内外にかかわらず、実

習の実施にあたって、関連業

界等からの協力を得ている

か 

□教材等の開発において、

関連業界等からの協力を得

ているか 

 業界に知見があり、かつ業界

の推薦を得た 5 名の採用を行

った。 

コロナ感染症が 5 類に変更

になっても、各科、実習日程の

変更や期間短縮等制約のある

実習となったが、施設や病院、

事業所の責任者、現場担当者等

多くの方々の協力を仰ぎなが

ら学外実習を行っている。 

   

1-1-3 理念等の達

成に向け特色ある

教育活動に取組ん

でいるか 

□理念等の達成に向け特色

ある教育活動に取組んでい

るか 

□特色ある職業実践教育に

取組んでいるか 

４ 実学教育重視の観点から、

「職業実践専門課程」認可前よ

り全科で企業・施設等実習を取

り入れているが、5 類移行後も

コロナ感染症の影響により、制

約の多い学外実習となった。 

全科到達目標をより明

確にし、学外実習の充実を

図り、個々の学生の将来像

を見据えた実習内容の確

認、再構築等今後も継続す

る。 

学生の実習評価に

ついて、実習指導者

と十分に協議し、改

善点等を把握しなが

ら就職活動に役立て

る指導を行う。 

各科実習依頼文

書等 

1-1-4 社会のニー

ズ等を踏まえた将

来構想を抱いてい

るか 

□中期的（3～5年程度）視点

で、学校の将来構想を定めて

いるか 

□学校の将来構想を教職員

に周知しているか 

□学校の将来構想を学生・保

護者・関連業界等に周知して

いるか 

４ 2024 年度以降の学生募集停

止を受け、2023 年度からの中

期的な将来構想は、限定的なも

のながら定めている。次年度の

第1回教職員研修会にて周知予

定である。 

2023 年度生の入学をも

って以降の学生募集停止

をしたことから、将来構想

がない学校との評価に繋

がらないよう、かつ、学生

に不利益が生じないよう

注視する必要がある。 

学生募集停止の社

会的インパクトは大

きいが、関連業界と

は従前と変わらぬ連

携を継続し、学生の

実習、就職について

理解を求める。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

「輝ける者を育むⅢ」として 2023 年度の中期目標・中期計画の達成に向け行動し

ているが、学生募集停止により新たな計画はない。 

 病院機能の充実に欠かすことのできない診療情報管理士と東日本大震災の復

興に貢献できる建築士の養成を目的に 2 つの専攻科を開設している。 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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基準２ 学校運営 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校経営方針（運営方針・基本方針）については、年

度第 1 回目の教職員研修会において全教職員に周知し

ている。 

 「学校運営方針」  

本校の教育理念を踏まえ、教育目標を具現化するた

めに、本校の目指す学校像、今年度の学校経営方針を示

し、基本方針達成の取組を通して、学生・保護者に対し

て満足度の高い学校づくりを行うこととする。 

本校の教育目標及び基本方針を達成するために 3 点

の「運営方針」を定めており今年度も踏襲している。 

（1）安心・安全な学校づくり 

（2）協働態勢による学校づくり 

（3）「職業実践専門課程」を推進する学校づくり 

「基本方針」は下記 4 点を掲げ実践している。 

（1）基礎学力の強化 

（2）キャリア教育の充実 

（3）「職業実践専門課程」の推進 

（4）自己点検・自己評価の推進 

 

※2023 年度もコロナウイルス感染予防対策を継続し、 

 安心・安全な学校づくりを行う⇒健康管理、手指消

毒・検温の励行、教室等の換気、密の回避、授業時

のマスク着用等の継続 

 

 

基本方針の具体的計画も昨年に引き続き行うことを

確認している。 

 1．指導目標 

 2．指導の基本姿勢と方針 

 3．授業の充実 

 4．教員としての責任と役割 

 5．広報活動（在校生及び保護者向け）の充実 

の 5 項目について、それぞれ 3～4 項目の具体的指示項

目が示されている。 

また、各科も運営計画を策定しており、その内容は 

 1．教育目標の設定 

 2．指導方針の設定 

 3．授業の取組姿勢の明確な設定 

 4．教員の指導力・資質向上の具体策の設定 

 5．成果達成目標（資格取得）の設定 

 6．就職指導対策の具体策策定 

となっている。 

  

 

 

※昨年の学生募集停止の報道・発表は、各界に大き

な衝撃を与え、結果的に 2023 年度生の入学者は 86

名（転科者含む）に留まった。 

  新入生全員が 2 年または 3 年課程を終えて卒業す

るまで、資格取得、検定合格に向けた指導を継続し、

希望職種への就職ができるよう教職員一丸となって

指導に当たる必要がある。 

目指す学校像について、以下の 5 項目を共通認識

とし策定している。 

 ・学生の学ぶ者としての姿勢・態度がしっかりして

いる学校 

 ・キャリア教育に力を入れている学校 

 ・学生が明るく生き生きと生活している学校 

 ・学生の希望する進路を実現する学校 

 ・開かれた学校づくりを推進している学校 

 学校教育の最も重要な柱となる授業の客観的評価

について、常勤教員科目の「授業評価アンケート」を

実施している。 

  

 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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2-2 運営方針 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-2-1 理念等に沿

った運営方針を定

めているか 

□運営方針を文書化するな

ど明確に定めているか 

□運営方針は理念等、目標、

事業計画を踏まえ定めてい

るか 

□運営方針を教職員等に周

知しているか 

□運営方針の組織内の浸透

度を確認しているか 

４ 事業計画を踏まえた運営

方針は、理念等に基づき策定

されており、本校の運営方針

や校務分掌など、年度初めの

教職員研修会で全教職員に

周知し、全教員を教務・学生・

企画広報・キャリア対策の各

委員会に割り当て、業務に対

応している。 

更に科毎に運営方針、基本

方針を掲げ、その具体的計画

を示した運営計画を策定し

ている。 

併せて、前年度総括も項目

評価を行い校長に報告する

とともに、各科の年度計画と

前年度総括を全教員が共有

している。 

 

（特になし） （特になし） 学生便覧 

事業計画 

各科運営方針 

各科総括 

教職員研修会資料 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校運営方針・事業計画は年度当初の第一回教職員研修会において周知し、特に

学校運営方針は、校長より定例の運営会議・科長会議においても提示し、意識の共

有化を図っている。 

また、科毎に前年度総括と今年度運営方針を作成し、教職員全体集会において報

告を行い、教職員全体で情報を共有するとともに客観性を担保している。 

新任の非常勤講師について、「新任非常勤講師会」を年度始めに開催し運営方針等

を伝えている。 

運営方針の実現に向けて、全教職員がしっかりとした連携、コミュニケーショ

ンをとる必要があり、校長、教頭、各学科長、各主事に事務部門を加えた専門学

校構成メンバーに、法人事務局長、キャリアサポートセンター長を含めた専門学

校運営会議を毎月開催している。また、専門学校運営会議構成メンバーに各科長

を加え、保健室看護師、キャリアサポートセンター課長を交えた科長会議も毎月

開催している。更に、年 3 回の教職員研修会を開催し、運営方針の組織内浸透を

図っている。 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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2-3 事業計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-3-1 理念等を達

成するための事

業計画を定めて

いるか 

□中期計画（3～5 年程度）

を定めているか 

□単年度の事業計画を定め

ているか 

□事業計画に予算、事業目

標等を明示しているか 

□事業計画の執行体制、業

務分担等を明確にしている

か 

□事業計画の執行・進捗管

理状況及び見直しの時期・

内容を明確にしているか 

４ 事業計画は、2022 年度に

「輝ける者を育むⅢ」を策定

しており、年次計画に従って

事業をすすめている。 

予算は適切に配分され、担

当する教職員を配置した業務

分担が示されており、責任の

所在を明確化している。 

計画の見直し等必要性が生

じた場合は、専門学校運営会

議において審議し改善してい

る。 

今年度を含め、閉校迄 2～

3 年ながら、新たに経験豊か

な 5 名の先生を常勤教員と

して迎えた。 

今後、教員に欠員が生じた

場合でも、学生に対する教育

力を担保するために積極的

に補充する必要がある。 

全教員を、教務・学

生・企画広報・キャリ

ア対策の各種委員会構

成人員として割り当て

配置しているが、環境

の変化等に伴う構成人

員の変更を柔軟に行

い、事業計画の遂行に

支障が生じないように

する。 

事業計画 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

2024 年度以降の学生募集停止を受け、中期目標・中期計画「輝ける者を育むⅢ」

においては、教育環境の維持と教育の質向上を目標に進捗管理を行っている。 

 

（特になし） 

 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛  
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2-4 運営組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-1 設置法人は組

織運営を適切に行

っているか 

□理事会、評議員会は、寄

附行為に基づき適切に開

催しているか 

□理事会等は必要な審議
を行い、適切に議事録を
作成しているか 

□寄附行為は、必要に応じ

て適正な手続きを経て改

正しているか 

４ 理事会、評議員会は、寄附

行為に基づき適切に開催し、

必要な審議を行い、適切に議

事録が作成されている。 

寄附行為を改正する場合

は、評議員会に諮問し、理事

会の議を経て、適正な手続き

の基、改正されている。 

（特になし） （特になし） 寄附行為 

理事会運営規程 

常勤理事会規程 

役員及び評議員候

補者選考規程 

 

2-4-2 学校運営のた

めの組織を整備し

ているか 

□学校運営に必要な事務

及び教学組織を整備して

いるか 

□現状の組織を体系化し

た組織規程、組織図等を整

備しているか 

□各部署の役割分担、組
織目標等を規程等で明確
にしているか 

□会議、委員会等の決定権

限、委員構成等を規程等で

明確にしているか 

□会議、委員会等の議事録

（記録）は、開催毎に作成

しているか 

□組織運営のための規則・

規程等を整備しているか 

□規則・規程等は、必要
に応じて適正な手続きを
経て改正しているか 

４ 学則に基づき学校運営に

必要な事務組織が体系化さ

れ、事務分掌も明確化されて

いる。 

事務部職務分担図は、年

度当初に明示している。 

各審議事項に関しては、

委員会及び各会議規程等で、

それぞれの目的、構成員・組

織、審議事項を明確に定めて

おり、運営会議の議を経て決

定され、科長会議や各委員会

議事録は毎回作成・確認して

いる。 

規則・規程等の改正は、理

事会及び運営会議の義議を

経て適正に行われている。 

 

バランスの取れた業務配

分の構築が求められる。 

 

外   業務内容や業務日程

を把握し、適正な業

務配分を行う。 

運営会議規程 

科長会議規程 

事務組織規程 

教務委員会規程 

学生委員会規程 

企画広報委員会規程 

キャリア対策委員会

規程 

教育課程編成委員 

規程 

入学試験入学者選考

委員会規程 

保健室規程 
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小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-2 続き □学校の組織運営に携わ

る事務職員の意欲及び資

質の向上への取組みを行

っているか 

 人事考課制度を導入し、

目標設定、自己評価、上席評

価を行い、事務職員の意欲及

び資質の向上に寄与してい

る。 

職員の意欲や資質の向上

に係る研修等の実施が必要

である。 

 研修等の実施を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

運営組織は体系化されており、組織運営は適切に行っている。 

組織の目標は、本校の将来構想・ミッションシート等で提示している。 

 （特になし） 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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2-5 人事・給与制度 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与に

関する制度を整備

しているか 

□採用基準・採用手続きに

ついて規程等で明確化し、

適切に運用しているか 

□適切な採用広報を行
い、必要な人材を確保し
ているか 

□給与支給等に関する基

準・規程を整備し、適切に

運用しているか 

□昇任・昇給の基準を規
程等で明確化し、適切に
運用しているか 

□人事考課制度を規程等

で明確化し、適切に運用し

ているか 

４ 採用は、事業計画･欠員等

による必要性に応じ、就業規

則に基づく選考により決定

されている。 

採用広報はハローワーク

インターネットサービスへ

の求人票掲載を行い、特定の

職種については各協会等に

求人情報の提供を行ってい

る。 

給与は、就業規則及び給与

規程に基づき適正に支給し

ている。 

昇任は、各役職の選考規程

による任用を行い、各役職手

当は給与規程の定めに基づ

き支給されている。 

職員の人事考課は、職能資

格基準及び評価基準の明示

並びに目標管理を含む総合

的な評価に基づく昇任を実

施すべく取組んでいる。 

教員の人事考課制度の構

築については、構想段階にあ

る。 

教員の人事考課制度

について、業績評価と

コンピテンシー評価を

中心とした制度を構築

中である。 

 

事業計画 

就業規則 

有期教職員就

業規則 

給与規程 

専門学校校長･

副校長･教頭･

各学科長･各科

長･各主事･各

副主事選考規

程 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教員の人事考課制度の構築について、構想段階にある。 職員については、人事考課制度及び目標管理制度を導入し、職員の意欲及び資

質の向上につながるよう、制度の検証、改善を続ける。 

  最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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2-6 意思決定システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定シ

ステムを整備して

いるか 

□教務・財務等の業務処理

において、意思決定システ

ムを整備しているか 

□意思決定システムにお

いて、意思決定の権限等を

明確にしているか 

□意思決定システムは、規

則・規程等で明確にしてい

るか 

４ 教務の業務処理は本校運

営会議において、意思決定が

なされ、財務等の業務処理は

経理規程により意思決定が

整備されている。 

法人の意思決定システム

は理事会、常勤理事会等にお

いて意思決定の権限が明確

にされ、本校の管理運営は専

門学校運営会議で審議・決定

している。 

学校運営に必要な意思決

定システムは学則により明

確にしている。 

 

（特になし） （特になし） 寄附行為 

理事会運営規程 

常勤理事会規程 

経理規程 

運営会議規程 

科長会議規程 

事業計画 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

全教職員に対して全体集会を開催し、本校の将来構想・ミッションシート等を

提示し、課題解決に向けた理解を深めるための対策を講じている。 

本校の管理運営に関する重要事項は、最終的に専門学校運営会議で審議・決定さ

れるが、科長会議、各委員会も提案を行う全学的な意思決定システムを構築してい

る。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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2-7 情報システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-7-1 情報システ

ム化に取組み、業

務の効率化を図っ

ているか 

□学生に関する情報管理シ

ステム、業務処理に関する

システムを構築しているか 

□情報システムを活用し、

タイムリーな情報提供、意

思決定が行われているか 

□学生指導において、適切
に学生情報管理システムを
活用しているか 
□データの更新等を適切に
行い、最新の情報を蓄積し
ているか 
□システムのメンテナンス
及びセキュリティー管理を
適切に行っているか 

３ 業務処理は、全教職員にパ

ソコンが整備され、タイムリ

ーな情報提供、情報共有、意

思決定が行われている。コロ

ナ禍における遠隔授業や職員

会議の必要性から、ノート型

PC も配置したが、通常授業

の再開以降使用頻度は低い。 

教務面においては「ユニバ

ーサルパスポート」システム

で学籍や成績を中心に管理し

ている。 

就職支援は、新システム

「Career Navi」を導入した

が、専門学校には運用の遅れ

があり、求人や企業に関する

情報がタイムリーに学生に伝

達されたとは言えない。 

システムのメンテナンス

及びセキュリティー管理は、

外部業者に委託しており適切

に行われている。 

キャリアサポートセンタ

ーが新たに導入した「Career 

Navi」について、システム運

用上大学が優先され、専門学

校対応には遅れが生じてい

る。 

これに伴い、キャリアサポ

ートセンターの専門学校担

当者が、必要に応じて再編集

を行い、教員、学生に情報提

供を行うなど、若干のタイム

ラグが発生じている現状が

ある。 

次年度に向けて、専門

学校生も新方式に即座

に対応できるよう事前

講習等を行う。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生に関するデータ活用について、学生管理や成績管理に活かされ、システムメ

ンテナンスやセキュリティー管理についても適切に行われている。 

 

新たな就職支援システムの導入について、専門学校対応が遅れたことにより何

らかの影響が出るものと危惧したが、学生の就職活動に対する影響は殆ど認めら

れなかった。 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 熊谷 猛 
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基準３ 教育活動 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校では、関連業界や社会動向を踏まえた「教育目標」

を科毎に設定し、学生便覧に明記している。また、各科

運営方針の中に「指導方針」を設定している。 

教育課程については学科毎に教育課程編成委員会を

編成し、企業や関連業界との意見交換を基に、現状・現

況に即した授業を実施している。 

毎年、授業評価アンケートを実施し、結果を分析し、

授業担当者にフィードバックすることで授業内容の向

上を図っている。 

成績評価については、本校履修規程において学生便覧

に明記し、資格取得については、各科の到達目標を運営

方針等において示している。 

教員体制については、「職業実践専門課程」認定に基

づき、関連分野における業界等の有識者と連携を図り、

業界等に精通した教員を採用する等、教育の質の確保に

努めている。 

 

 教育目標や運営方針は、業界のニーズを踏まえ、

時代の変化に迅速に対応する必要がある。今後も教

育課程編成委員会の意見を基に見直しが求められ

る。 

教育目標に対しては、到達レベルに満たない学生

に対する、きめ細やかなフォローアップ体制が求め

られており、試験対策の開催や少人数指導など効果

的な学習方法を実施する必要がある。 

教育課程の編成については、教育課程編成委員会

との連携強化により、また、業界に通じた外部委員

からもこれまで以上に提案を求め、業界のニーズを

踏まえた意見を教育課程に反映できる体制が求めら

れる。 

 

本校では、学科制を採用しており、「医療技術」

「医療ビジネス」「総合福祉」「建築デザイン」の 4

分野で教育課程編成委員会分科会を開催してい

る。 

これにより教育目標や教育課程について、業界

のニーズ等に関する情報を収集し、学習到達レベ

ルや求められる人材像を検討し、必要に応じて改

善している。 

また、教育課程編成委員会や学校関係者評価委

員会において、関連業界や卒業生等の意見を積極

的に取り入れている。 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 津田 真彦 
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3-8 目標の設定 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 理念等に沿

った教育課程の

編成方針、実施方

針を定めている

か 

□教育課程の編成方針、実

施方針を文書化するなど明

確に定めているか 

□職業教育に関する方針を

定めているか 

４ 各科の目標及び育成人材

像に沿って、教育課程は毎年

各科において議論され、各科

運営方針及び学生便覧に明

記している。 

教育目標や運営方針は業

界のニーズを踏まえ、時代の

変化に迅速に対応すること

が求められる。 

今後も教育課程編成

委員会の意見を基に見

直しを継続する。 

学生便覧 

教育課程編成

委員会規程 

教育課程編成

委員会議事録 

3-8-2 学科毎に修

業年限に応じた

教育到達レベル

を明確にしてい

るか 

□学科毎に目標とする教育

到達レベルを明示している

か 

□教育到達レベルは、理念

等に適合しているか 

□資格・免許の取得を目指

す学科において、取得の意

義及び取得指導・支援体制

を明確にしているか 

□資格・免許取得を教育到

達レベルとしている学科で

は、取得指導・支援体制を整

備しているか 

４ 本校の教育理念や教育目

標に沿って教育課程が編成

され、教育課程表や授業科目

内容、各種資格検定試験の情

報は学生便覧に明記してい

る。 

各科において卒業時に到

達すべき目標として、各科運

営方針等に基づき教育目標

及び資格取得目標等を明確

にしている。 

 

視能訓練士国家試験の合

格率は常に高い水準にある。  

また、医療ビジネス学科で

は、日本医師会医療秘書認定

試験において 4 年連続

100％の合格率を達成する

など、全国の認定校の中でも

上位の評価を得ている。  

他の学科についても、全国

合格平均値を上回る合格率

を継続していくことが求め

られる。 

教育目標に対して、

到達レベルに満たない

学生に対するきめ細や

かなフォローアップ体

制が求められており、

試験対策の開催や少人

数指導など、より効果

的かつ効率的な対策を

行う。 

 

学生便覧 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校の教育理念や教育目標に沿って教育課程は編成され、教育課程表や授業科

目内容、各種資格検定試験の情報は学生便覧に明記している。 

また、成績評価の基準や単位認定についても履修規程に定めている。 

教育活動における改善方策としては、本校と企業等が連携を図り、実践的かつ専

門的な職業教育を行うための意見や要望を取り入れ、授業内容を改善する取組を

実施している。 

学科制を採用しており、「医療技術」「医療ビジネス」「総合福祉」「建築デザイ

ン」の 4 分野で教育課程編成委員会分科会を開催している。 

これにより教育目標や教育課程について、業界のニーズ等に関する情報を収集

し、学習到達レベルや求められる人材像を検討し、必要に応じて改善している。 

 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 津田 真彦 
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3-9 教育方法・評価等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-9-1 教育目的・

目標に沿った教

育課程を編成し

ているか 

□教育課程を編成する体制

は、規程等で明確にしている

か 

□議事録を作成するなど教

育課程の編成過程を明確に

しているか 

□授業科目の開設において、

専門科目、一般科目を適切に

配分しているか 

□授業科目の開設において、

必修科目・選択科目を適切に

配分しているか 

□修了に係る授業時数、単
位数を明示しているか 

□授業科目の目標に照らし、

適切な教育内容を提供して

いるか 

□授業科目の目標に照らし、

講義・演習・実習等、適切な

授業形態を選択しているか 

□授業科目の目標に照らし、

授業内容、授業方法を工夫す

るなど学習指導は充実して

いるか 

□職業実践教育の視点で、科

目内容に応じ、講義・演習・

実習等を適切に配分してい

るか 

４ 本校の教育理念や教育目

標に沿って教育課程が編成

され、「職業実践専門課程」認

定に基づき、企業等との連携

を基に、公開授業（※1）等を

通し学校関係者評価委員及

び教育課程編成委員からの

意見や要望を把握し、教育の

質の向上に努めている。 

教育課程編成委員会では

教育課程を編成する際の意

見要望等を議事録に纏めて

いる。 

また、教育課程における科

目分類に関しては、基礎教育

科目、専門必修科目及び専門

選択科目、総合科目に分類し

適切に配分している。 

授業方法についても、講

義、演習、実習と授業形態を

明示し、授業時間数及び単位

数は学生便覧に明記してい

る。 

コロナウイルス感染症

分類が第 5 類に移行し、学

外実習の環境が整ってき

たが、実習施設内での感染

者発生や実習学生が罹患

する場合もあり、実習期間

の変更や学内外の実習が

混在する状況も見受けら

れた。 

コロナウイルスやイ

ンフルエンザウイルス

感染が流行する状況下

において、実習施設、実

習学生の罹患を想定し

た対応を協議しまとめ

る。 

  

学生便覧 

授業概要（シラバ

ス） 

教育課程編成委

員会議事録 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き □職業実践教育の視点で教

育内容・教育方法・教材等に

ついて工夫しているか 

□単位制の学科において、履

修科目の登録について適切

な指導を行っているか 

□授業科目について授業計

画（シラバス・コマシラバス）

を作成しているか 

□教育課程は、定期的に見直

し、改定を行っているか 

 科目ごとに授業科目内容

を学生便覧に明示しており、

また、授業計画（シラバス）

を作成・配布している。 

年 3 回の教職員研修会（※

2）を開催し、授業内容の向

上、教育の質向上を図ってい

る。 

教育内容の見直しについ

ては教育課程編成委員会で

協議し、必要に応じて改善し

ている。 

授業計画は、授業の進捗状

況や業界の環境変化におい

て変更を余儀なくされる場

合もあり、状況に応じて適宜

見直しを行う必要がある。 

授業概要と実際の授

業進捗状況との分析を

行いながら、補講を含

めた見直しを適宜行

う。 

 

3-9-2 教育課程に

ついて外部の意

見を反映してい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、在校生・卒業生の

意見聴取や評価を行ってい

るか 

□教育課程の編成及び改定

において、関連する業界・機

関等の意見聴取や評価を行

っているか 

□職業実践教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

４ 教育課程の編成及び改定

については、学校関係者評価

委員及び卒業生を含む教育

課程編成委員の業界意見、提

案を反映している。 

職業実践教育の効果につ

いては、授業評価アンケート

調査や各科が行っている学

外実習の個々の評価を基に

授業内容の改善に役立てて

いる。 

業界等の意見を速やかに

授業内容に反映させる体制

は整っているが、国家資格養

成科にあっては、教育課程の

制約により柔軟な改定が困

難な状況にある。 

国家資格養成科につ

いては、業界等の意見

を速やかに授業内容に

反映する工夫をする。 

教育課程編成

委員会議事録 

授業評価アン

ケート結果 

 

3-9-3 キャリア教

育を実施してい

るか 

□キャリア教育の実施にあ

たって、意義・指導方法等に

関する方針を定めているか 

□キャリア教育を行うため
の教育内容・教育方法・教
材等について工夫している
か 

 

４ 学生のキャリア指導に関

して、就職支援を含め方針を

決めて行っている。 

キャリア対策委員会とキ

ャリアサポートセンターが

連携し教育内容・方法・教材

等の工夫を行っている。 

 

多様化する学生の個々の

レベルに合わせたキャリア

教育の対応が求められる。 

個別の能力に合わせ

たキャリア教育を実施

する。卒業後も含め、支

援という立場で相談・

援助を行う。 

学生便覧 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-3 続き □キャリア教育の効果につ

いて、卒業生・就職先等の意

見聴取や評価を行っている

か 

 キャリア教育等の効果に

ついて、実習先の卒業生や教

育課程編成委員会の外部委

員を中心に、就職先との連携

を取っている。 

コロナ感染症分類が 5 類

に変更されたが、実習先や企

業、外部委員との交流に制限

があり、十分な意見や評価聴

取に至っていない。 

外部委員や就職先・

卒業生より幅広い意見

の聴取を引き続き行

う。 

学生便覧 

3-9-4 授業評価を

実施しているか 

□授業評価を実施する体制

を整備しているか 

□学生に対するアンケート

等の実施など、授業評価を行

っているか 

□授業評価の実施において、

関連業界等との協力体制は

あるか 

□教員にフィードバックす

る等、授業評価結果を授業改

善に活用しているか 

４ 授業評価については、16 項

目による学生アンケート調

査を実施している。 

この内容・評価については

教務委員会により取り纏め、

校長に報告している。 

アンケートの結果は、各自

のデータ集計によりフィー

ドバックされ授業内容の改

善を図る機会となっている。 

非常勤講師に対しても授

業評価アンケート協力を依

頼しているが、実施件数が少

数にとどまっている現状が

ある。 

非常勤講師の授業評

価アンケートについ

て、今後も継続して協

力を依頼する。 

授業評価アン

ケート 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校の教育理念や教育目標に沿って教育課程が編成され、「職業実践専門課程」

認定に基づき、企業等との連携を図り、学校関係者評価委員及び教育課程編成委

員からの意見や要望の把握に努めるとともに、教育課程の見直しを行い、教育の

質の向上に努めている。 

 

教育課程編成委員会や学校関係者評価委員会において、関連業界や卒業生等の

意見を積極的に取り入れている。 

また、在校生による授業評価アンケート及び教員による公開授業等での授業内

容や方法の確認・見直しといった取組により、学校内部・外部の 2 つの面で常に

教育の質の改善を図っている。 

 

 

※1：2023 年度 公開授業 テーマ        ※2：2023 年度教職員研修会の主な議題（授業・学生指導関連） 

「平屋建て住宅のインテリアコーディネート」   第 1 回（4 月 4 日）・2023 年度新型コロナウイルス感染症ガイドラインについて 

 インテリア科 1 年生 講師 今野恵子先生    第 2 回（9 月 22 日）・「学生を巻き込む授業をどう作るか」－教育設計理論に基づく授業の設計－報告 

第 3 回（1 月  5 日）・中期計画について／成績評価について －その 2－  

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 津田 真彦 



２２ 

 

3-10 （1/1） 

3-10 成績評価・単位認定等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1 成績評価・

修了認定基準を

明確化し、適切に

運用しているか 

□成績評価の基準につい

て、学則等に規定するなど

明確にし、かつ、学生等に明

示しているか 

□成績評価の基準を適切に

運用するため、会議等を開

くなど客観性・統一性の確

保に取組んでいるか 

□入学前の履修、他の教育

機関の履修の認定につい

て、学則等に規定し、適切に

運用しているか 

４ 成績評価の基準や単位認

定については、入学時に全学

生に配付する学生便覧におい

て、東北文化学園専門学校履

修規程を含め明示している。 

成績評価・修了認定基準に

関しては、年度末に進級判定

会議及び卒業判定会議を開催

し審議を行い、客観性・統一

性を確保し運用している。 

（特になし） 

 

 

 

（特になし） 学生便覧 

3-10-2 作品及び

技術等の発表に

おける成果を把

握しているか 

□在校生のコンテスト参加

における受賞状況、研究業

績等を把握しているか 

４ 建築デザイン学科の卒業

制作展について、学外に会場

を確保し、作品の展示・発表、

一般来場者に対する説明機会

を設けている。 

 

（特になし） （特になし） 卒業制作展作品

集 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価の基準や単位認定については、東北文化学園専門学校履修規程におい

て学生便覧等に明示している。 

また、学生便覧により、専任教員及び非常勤講師、学生に周知徹底されている。

それらに基づき学生指導支援にあたっている。 

「みやぎ建築未来賞」大賞を 3 年連続で受賞している。 

  
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 津田 真彦 
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3-11 （1/1） 

3-11 資格・免許の取得の指導体制 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-1 目標とす

る資格・免許は、

教育課程上で、明

確に位置づけて

いるか 

□取得目標としている資

格・免許の内容・取得の意義

について明確にしているか 

□資格・免許の取得に関連
する授業科目、特別講座の
開設等について明確にして
いるか 
 
 
 
 
 
 

４ 各科が取得目標とする資

格・検定について、学生便覧

に明記し入学時に説明して

いる。 

更に関連科目の位置づけ

や特別講座、補講等の取組み

を明確にしている。 

 

取得目標の資格・免許につ

いての意義は明記している

が、さらなる教育の質向上の

ために、外部委員や外部団体

より現場ニーズに対応した

資格（検定）を常に取り入れ

る必要がある。 

 各科毎に業界のニー

ズに合う資格・免許か

どうかを検証し、場合

によっては取捨選択等

精選を行う。 

学生便覧 

 

3-11-2 資格・免許

取得の指導体制

はあるか 

□資格・免許の取得につい

て、指導体制を整備してい

るか 

□不合格者及び卒業後の指

導体制を整備しているか 

４ 国家試験、各種資格試験に

ついて、常勤教員が中心とな

り試験対策を行っている。 

各学科ともに資格・検定の

合格率は全国平均を上回る

高い水準を維持している。 

重要な資格・検定の不合格

者や卒業生についても継続

して指導を行っている。 

重要な資格・検定未取得の

卒業生に対し、対策補講を週

末に実施しているが、勤務の

兼ね合いから徐々に受講人

数が減少してくる傾向にあ

る。 

卒業生に対する資格

取得対策については、

開催する時期や時間帯

も含めて、アンケート

等による再調整を行

う。 

資格試験現況調

査 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

専門学校の教育課程は、各科が掲げる職業に就くために必要な専門知識と技能

を修得するために定められている。各種の資格取得は、そのために必要不可欠な

ものであり、教育成果を示すものである。 

学生一人ひとりが自ら学習するための目標、学習意欲維持向上に大きな効果が

あると考え、本校では、資格受験・取得を指導している。 

全科が「職業実践専門課程」（専攻科を除く）の認定を受けており、目標を明確

化した授業を行っている。併せて、各科主目標となる資格・検定試験対策も強化

しており、各種資格・検定試験の合格率は全国水準を上回っている。 

  最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 津田 真彦 
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3-12 （1/2） 

3-12 教員・教員組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-1 資格・要件

を備えた教員を

確保しているか 

□授業科目を担当するた

め、教員に求める能力・資

質等を明確にしているか 

□授業科目を担当するた

め、教員に求める必要な資

格等を明示し、確認してい

るか 

□教員の知識・技術・技能

レベルは、関連業界等のレ

ベルに適合しているか 

□教員採用等人材確保にお

いて、関連業界等と連携し

ているか 

□教員の採用計画・配置計

画を定めているか 

□専任・兼任（非常勤）、年

齢構成、男女比等など教員

構成を明示しているか 

□教員の募集、採用手続、

昇格措置等について規程等

で明確に定めているか 

□教員一人当たりの授業時

数、学生数等を把握してい

るか 

 

 

 

 

４ 専修学校専門課程の教員

要件に該当する教員を配置

している。 

国家資格養成学科につい

ては法令で定められている

教員要件を遵守して専任教

員及び非常勤講師を配置し

ている。 

また、優れた教員の確保に

ついては、「職業実践専門課

程」認定に基づき、関連分野

における業界等の有識者と

連携を図り、業界等に精通し

た教員を確保する等、教育の

質の確保に努めている。 

教員一人当たりの授業時

間数については、毎年、時間

割作成時に教務委員会にお

いて教員稼働表の取り纏め

を行っており、各科において

過剰な時間数とならないよ

うに配慮している。 

常勤教員数は 24 名で構成

され、内、女子教員数は 10 名 

（構成比 42％）である。 

専任教員及び非常勤講師

は確保されているが、国家資

格養成等における指定科目

においては、教員の採用要件

が厳しい場合がある。 

 

教員確保については

関連業界との人材交流

を基にした専門性の高

い教員を確保してお

り、今後も連携を継続

する。 

授業概要（シラ

バス） 

職業実践専門

課程基本情報 
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3-12 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-2 教員の資

質向上への取組

みを行っている

か 

□教員の専門性、教授力を

把握・評価しているか 

□教員の資質向上のための

研修計画を定め、適切に運

用しているか 

□関連業界等との連携によ

る教員の研修・研究に取組

んでいるか 

□教員の研究活動・自己啓

発への支援など教員のキャ

リア開発を支援しているか 

４ 教員の資質向上について、

全教員対象の研修会を年 3 回

以上開催している。 

また、事前に計画されてい

る外部研修等については、年

度当初に予算を確定し、教員

の参加を支援している。また、

時宜的に開催される研究会等

については、校長決裁を経て

随時参加できる仕組みを講じ

ている。 

外部研修に参加した教員

の報告内容を、他の教員が

どう授業や学生指導に役

立てるか、自分に置換する

姿勢が重要である。 

 

 教員の資質向上の取

組としては、専門分野の

知識や技術力向上を図

るため、積極的な研修等

の参加を促す。 

 

教務研修計画

書 

3-12-3 教員の組

織体制を整備し

ているか 

□分野毎に必要な教員組織

体制を整備しているか 

□教員組織における業務分

担・責任体制は、規程等で明

確に定めているか 

□学科毎に授業科目担当教

員間で連携・協力体制を構

築しているか 

□授業内容・教育方法の改

善に関する組織的な取組が

あるか 

□専任・兼任（非常勤）教
員間の連携・協力体制を構
築しているか 

４ 「東北文化学園専門学校 

人事配置」及び「東北文化学園

専門学校 校務分掌」等におい

て業務分担・責任体制は明確

化している。 

授業科目担当教員の稼働表

を学科毎に作成し、教員間で

連携・協力体制をとり授業内

容・教育方法について改善を

図っている。 
 

授業内容や学生への対

応で常勤教員と非常勤教

員の間で行き違いが生じ

たケースがあった。 

 多様化する学生に対応

するために、常勤教員と

非常勤講師間で常に情

報共有を密にし、連携強

化を図る。 

人事配置図 

校務分掌 

職業実践専門

課程基本情報 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教員の授業力・資質の向上に関する取組として、全教員対象の研修会を年 3 回

以上開催している。常勤教員と非常勤講師との連携・協力体制では、各科必要に応

じて個別に意見交換を行う等連携強化を図っている。 

ホームルームの有効活用が図られ、折に触れて個人面談を行い、学習面及び生活

面で学生生活を支援している。各学科に本校卒業生が教員として在職しており、時

に学生目線に立ちながら、現場での経験等を授業や学生指導に活かしている。 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 津田 真彦 



２６ 

 

基準４ 学修成果 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

専修学校は、経済社会・業界のニーズに応える人材

を育成し、世に輩出することで社会貢献に資すること

が使命である。 

本校では、常に時代の趨勢に即応し、実践力になり

得る技術の修得と知識の涵養を図り、豊かな人間性を

備え、社会に奉仕できる人材を育成することを目的と

する。との教育理念のもと、社会に貢献できる人材の

需要に対応できる職業人育成を第一としている。 

上記の実現に向けて、キャリア教育を実施するため

に、キャリアサポートセンター、キャリア対策委員会

を設置し、担任を中心とした教員との連携のもと、就

職支援を行っている。 

就職率、資格免許の取得率はキャリアサポートセン

ター、キャリア対策委員会によって数値化され、各科

にフィードバックされるとともに情報公開している。 

国家試験・各種資格試験等の取得に向けての指導に

ついては、学校全体として取組んでおり、授業や対策

講座・個別指導を行い、合格率の向上を図っている。 

卒業生の評価把握は、実習や就職活動において教員

の現場との接触から得ることに留まっている。 

 

 

教育理念に基づいた専門性の高い人材を育成する

ために、国家資格・各種資格検定の取得は必須である。

指導方法を常に見直すことが重要である為、就職率、

資格免許の取得率の客観的評価を継続していく。 

進路のミスマッチを防ぎ、適性に沿った進路指導を

行うには、多面的な評価をすることが求められるた

め、各部署の連携や情報共有をより深めていく必要が

ある。 

また、卒業生の社会的評価を得ることで、求められ

る人物像をより明確にし、社会に必要とされる職業人

を育成する必要がある。 

キャリアサポートセンターでは、就職スタートガ

イダンスから内定まで、系統的に学生をサポートし

ている。 

Web 上での求人検索やキャリアハンドブックの閲

覧、受験手続きから内定後の書類、履歴書様式のダウ

ンロード等、昨今のリモートの需要に対応している。 

ハローワーク職員による面接指導も年間を通し継

続して行われており、また、各種セミナー、就職ガイ

ダンス、就職用写真撮影会など、総合的なサービスを

提供している。 

キャリア教育については、目指す職業の理解が基

本であるので、早期から業界への就職を意識した教

育を科毎に行っている。 

現場で働く外部講師との関わりや実習を通した実

践教育と並行して、学生一人ひとりのニーズを把握

し、細やかな指導を継続している。 

  

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 早坂 直人 
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4-13 （1/1） 

4-13 就職率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-13-1 就職率の

向上が図られて

いるか 

□就職率に関する目標設定

はあるか 

□学生の就職活動を把握し

ているか 

□専門分野と関連する業界

等への就職状況を把握して

いるか 

□関連する企業等と共催で

「就職セミナー」を行うな

ど、就職に関し関連業界等と

連携しているか 

□就職率等のデータについ

て適切に管理しているか 

４ 卒業前年度に「進路希望調

査」を行い、就職希望者全員

の内定(※3)を常に目指して

いる。また各科運営方針にお

いて年度の目標設定をして

いる。 

就職活動については、担

任・キャリアサポートセンタ

ーが連携し対応している。 

総合的な就職セミナーの

ほか、福祉・医療・建築系に

合わせた業種毎の学内合同

説明会・セミナーや学内個別

企業説明会を実施している。 

就職率、内定先データはキ

ャリア対策委員会を通しキ

ャリアサポートセンターに

集約、適切に管理している。 

卒業年次進級時に提出す

る進路希望調査票を分析

すると、分野未定や他職種

と回答する学生も散見さ

れ、学生の就職意識に個人

差がある。 

専門分野への就職につい

て明確な意識付けが重要

である。医療、福祉分野で

は数回の実習や研究会参

加等においてその機会を

得ているが、建築系分野で

は、現場見学等を主に多く

の機会を設けているもの

の、習熟度合に応じた実習

や業界との研究会等によ

り更なる就職意欲の向上

に努める必要がある。 

各科で示している教

育課程を履修すること

が、その分野のスペシ

ャリストにつながるこ

とを授業やホームルー

ムで説明し、また、将来

進むべき分野に関する

魅力の発信を、業界セ

ミナーや卒業生 OB・

OG を通して積極的に

行う。 

 

学生便覧 

キャリアハンド

ブック 

各種資格検定試

験実施結果 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職は、専門学校の職業教育の成果の一つであり、最重要項目である。 

また、昨今、社会問題化している早期退職を防ぐため、本校では長期在職が要と

なる希望業種への就職に向けた指導と、実習に重点を置いた教育を通して、実践力

や社会人としての適応力を身につけさせている。 

就職活動の意識付けとしての就活出発式を実施している。また、業界知識を習

得させるための業界理解・分析セミナーの開催や大学と合同の就職ガイダンス、

分野別ガイダンスを行っている。 

※3：就職内定率 100％ 就職希望者 96 名   2024 年 4 月 30 日現在 

   進路決定率 93.5％ ※就職対象外者 27 名 内訳：進学 19 名・.未決者 8 名(内訳：国試準備 6 名(視能 3 名・建築 3 名)就職希望せず 1 名・短期留学 1 名） 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 早坂 直人 



２８ 

 

4-14 （1/1） 

4-14 資格・免許の取得率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-14-1 資格・免許

取得率の向上が

図られているか 

□資格・免許取得率に関す
る目標設定はあるか 

□特別講座、セミナーの開

講等、授業を補完する学習

支援の取組はあるか 

□合格実績、合格率、全国水

準との比較など行っている

か 

□指導方法と合格実績との

関連性を確認し、指導方法

の改善を行っているか 

４ 年度当初の運営方針にて各

資格試験の合格目標を明確に

している。 

また、外部講師や現場の専門

家による講座で実践的な学習

支援を行うとともに、連携して

指導方法の改善を図っている。 

合格実績に関しては、各科に

て検証し、年度ごとに総括をし

ている。 

外部講師や現場の専門

家と連携して行う指導に

は、内容や方法についてま

だ改善の余地があり、継続

して検討する必要がある。 

状況に応じた学習

環境が整えられる様

ハード、ソフトの両面

から改善を継続する。 

学生便覧 

各種資格検定試

験実施結果 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校では、「職業実践専門課程」の認定を受け実学教育を行っている。資格取

得はその中核である。各科主となる重要な資格、標準的な資格等目標を設定し、

学生に合わせた支援を行っている。 

資格取得率の向上を目指し、科教員・教務委員会・キャリア対策委員会が各部

署の特性を活かして連携し、体系的な支援を継続している。 

 

本校では、各科それぞれの特色・目的に応じて、授業とその成果を示す検定試験

や資格取得を積極的に勧めている。 

また働く者の権利に関する法律講座等を適宜設け社会に対する適応力を身につ

けさせている。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 早坂 直人 



２９ 

 

4-15 （1/1） 

4-15 卒業生の社会的評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-15-1  卒業生の

社会的評価を把

握しているか 

□卒業生の就職先の企業、

施設・機関等を訪問するな

どして卒後の実態を調査

等で把握しているか 

□卒業生のコンテスト参

加における受賞状況、研究

業績等を把握しているか 

３ 実習や就職先訪問等を通

し、就職先との情報交換や連

携を行い、卒業生の動向を把

握している。 

求人に結び付くケースも

多く、キャリアサポートセン

ターと情報共有をしている。 

 卒業生の社会的評価を得

る方法について検討を継続

しているが、個人情報やシ

ステム開発の費用等の制約

によりまだ確立していない

現状にある。 

 各種業界主体の研究会に

おいて行われる企業との意

見交換会が、卒業生の評価

を得る機会となっており、

今後も情報収集に向けた対

応が必要である。 

卒業生及び同窓会、

企業との連携・情報交

換を更に進め、卒業生

の社会的評価について

確実に把握する。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校の教育内容は、医療技術、福祉、建築、医療ビジネスと多岐にわたってい

る。それぞれの業界で管理職や指導的立場で活躍している卒業生も多い。 

卒業生との連携は十分に取れているが、客観的な社会的評価を分析し教育にフ

ィードバックする必要がある。 

 本校創立 45 年の歴史において、卒業生は地方議会議員や各業界で経営または

指導的立場に就いており、大学、専門学校等教育機関においても活躍している。

分野別卒業生の最近の活動について一例を挙げれば、視能訓練士は、宮城県内 8

割、東北地区内 7 割を本校卒業生が占めている。建築分野では、住宅設計コンペ

ティション大賞を受賞した卒業生や関東圏で設計・施工管理会社の代表を務める

卒業生が本校出身者を積極的に採用している。医療事務分野では、医療系コンピ

ュータ企業の東北統括支店長や複数の診療所や薬局を束ねる法人の事務長とし

て、また、福祉分野では、施設長として宮城県内複数の施設長と情報共有ネット

ワーク構築に向け注力するなど、多岐にわたり活躍している。 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 早坂 直人 



３０ 

 

基準５ 学生支援 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校は同一敷地内に大学を有しており、図書館、体

育館及び自習室等の施設を共用し設備面での教育環

境は充実している。 

 学生指導面では担任制により学生の個別的な問題

にきめ細かく対応できる体制が整っている。 

特に、就職支援はキャリア対策委員会、キャリアサ

ポートセンター及び担任が連携し就職活動状況を把

握し対応している。 

 学生の健康管理面では保健室を設置し、校医、看護

師が配置されている。また、学生相談室も設置し、心

理面での相談支援もできる体制が取られている。 

 経済的な支援としては学校独自の奨学金制度や学

納金減免制度を有している。 

 学生のサークル活動やボランティア活動において

は、2023 年 5 月 8 日以降徐々に活動を再開した。ま

た、自治会主催イベント以外の活動でも、学園祭を 4

年ぶりに入場制限を設けず実施している。 

5 月 8 日以降の新型コロナウイルス感染対策とし

て、これまでのサーモカメラによる入構時検温、手指

消毒アルコールスタンド、教室内加湿器の使用と、授

業時のマスクの着用は継続している。 

 

 

   

2023 年 5 月 8 日以降、新型コロナウイルスについ

て感染症法上の位置付けが 5 類感染症に移行したこ

とに伴い、学校保健安全法施行規則に規定する学校に

おいて予防すべき感染症の位置付けも第二種となっ

たため、季節性インフルエンザ等と同等の対応として

いる。 

授業等における感染防止対策は、東北文化学園大学

新型コロナウイルス感染症拡大防止のガイドライン

に準じ、感染状況等正確な情報を把握し、適切な予防

指導を継続する。 

「職業実践専門課程」に認定された専門学校とし

て各種業界や企業と連携した教育活動を実践してい

る。 

教育課程の充実を図り、業界の動向や技術の進展

に対応し即戦力となる人材の養成に取組んでいる。 

東北文化学園大学新型コロナウイルス感染症拡大

防止の行動指針 (BCP)のアラートレベルについて、

2024 年 3 月に「レベル 0（通常）」としたため、専門

学校の BCP レベルも「レベル 0」に変更している。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 阿部 秀樹 
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5-16 （1/1） 

5-16 就職等進路 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-16-1 就職等進

路に関する支援

組織体制を整備

しているか 

□就職など進路支援のため

の組織体制を整備している

か 

□担任教員と就職部門の連

携など学内における連携体

制を整備しているか 

□学生の就職活動の状況を

学内で共有しているか 

□関連する業界等と就職に

関する連携体制を構築して

いるか 

□就職説明会等を開催して

いるか 

□履歴書の書き方、面接の

受け方など、具体的な就職

指導に関するセミナー・講

座を開講しているか 

□就職に関する個別の相談

に適切に応じているか 

４ 就職・進学ともに各科の担

任または教員、キャリア対策

委員会、キャリアサポートセ

ンターが連携し支援にあた

っている。 

支援には学生に配布した

キャリアハンドブックを利

用し、指導方法を統一してい

る。 

キャリアサポートセンタ

ーでは分野別に専任職員を

配し、各科担当として教員、

学生それぞれ個別に対応し

ている。 

センター職員だけでなく

ハローワーク等外部講師を

有効に使い、リモート面接に

も対応している。 

 

リモートで就職説明会や

面接試験等を行う企業が増

えており、それに対応する環

境が整っていない学生への

支援が必要である。 

就職活動、試験対策

としてリモート対応は

必須である。 

専門学校メディアセ

ンター内に専用スペー

スを設置し、利用でき

る時間の設定などを定

める。 

学生便覧 

キャリアハン

ドブック 

学園ホームペ

ージ (キャリア

サポートセン

ターページ) 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職希望者はほぼ自分の希望に沿った就職をしている。就職希望者内定

100％の目標のために、業界から求められる人材を育成できるよう、早期よ

り学生の意識付けを行い、就職活動を支援している。 

学生がオンラインで 24時間求人検索や就職イベントの申し込み等情報を閲覧で

きるようにしている他、登録した求人情報がメールで配信される。 

キャリアハンドブックも Web 上で閲覧できる他、面接指導や各種書類のダウン

ロードなどリモートへの対応をしている。 

 

 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 早坂 直人 
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5-17 （1/1） 

5-17 中途退学への対応 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-17-1 退学率の

低減が図られて

いるか 

□中途退学の要因、傾向、
各学年における退学者数等
を把握しているか 

□指導経過記録を適切に保

存しているか 

□中途退学の低減に向けた

学内における連携体制はあ

るか 

□退学に結びつきやすい、

心理面、学習面での特別指

導体制はあるか 

４ 2023 年度の退学者（※4）は

22 名であり、1 年次 9 名、2 年

次 12 名、3 年次 1 名である。

学生の出席や修学態度につい

てはクラス担任が把握し、記録

している。また、保護者への連

絡は適宜行い、その内容は学生

記録簿に記録・保存している。

さらに科の会議等において情

報を共有し、学生の観察、指導

に資するようにしている。各科

ではホームルームでの集団的

な指導の他、個別の面談指導を

随時実施し、早急の対応を必要

とする判断をした場合は、学科

長、教頭、学生相談員、看護師

と連携し指導に当たっている。

急を要する場合は 3 者面談（学

生・保護者・教員）を実施して

いる。 

 

退学者については経済的

事由を背景としている場合

が多々あるが、進路変更、休

学からの退学、修学意欲低

下を理由としている。また、

近年の傾向として、心身不

調（うつ状態、適応障害な

ど）を理由とする学生が増

えている。退学者の低減に

は、特に修学意欲の低下が

みられるケースを発見し、

早期に対応することが求め

られる。 

学生の修学状況を丁

寧に観察すること、そ

して細やかに面談し、

学生の困りごとを把握

し、授業担当の教員、相

談員とも連携し、各学

生の状況に応じた対応

を計画し、実行する。 

また、家計急変の事

由が発生した場合は、

「日本学生支援機構奨

学金：給付奨学金（家計

急変）貸与奨学金（緊急

採用・応急採用）等の周

知を行う。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

退学を最小限に留めるようクラス担任による学生の観察及び出席状況把握を

日常的に行い、ホームルームでの集団的な指導のほか、個別の面談指導等を随時

実施している。 

※4：過去 3 年間の退学率の推移   退学者数／在籍者数 退学率 

2023 年度 2022 年度 2021 年度 

22 名／230 名 9.6％ 15 名／293 名 5.1％ 17 名／342 名 4.9％ 
 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 阿部 秀樹 
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5-18 （1/2） 

5-18 学生相談 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-18-1 学生相談

に関する体制を

整備しているか 

□専任カウンセラーの配置

等相談に関する組織体制を

整備しているか 

□相談室の設置など相談に

関する環境整備を行ってい

るか 

□学生に対して、相談室の

利用に関する案内を行って

いるか 

□相談記録を適切に保存し

ているか 

□関連医療機関等との連携

はあるか 

 

４ 学生相談担当教員を配置し

専用の相談室を設置している。 

利用方法等については学生

便覧に掲載し、入学時のオリエ

ンテーションで、案内チラシを

用いながら説明している。 

また、校内各階の掲示板で常

時利用案内を掲示し、相談記録

については、学生相談担当教員

が適切に保存している。 

 

学生からの相談の多く

は担任が対応しており、精

神面、身体面に関する悩み

は保健室と連携しながら

対応している。 

学生相談室に対する潜

在的なニーズがある可能

性も考えられるため、更に

利用しやすい環境作りが

必要である。 

 担任、保健室が連携

し、相談室の役割につ

いてホームルーム等で

周知するなど、認知度

を高めながら相談しや

すい環境作りを継続し

て推進する。 

学生便覧 

5-18-2 留学生に

対する相談体制

を整備している

か 

□留学生の相談等に対応す

る担当の教職員を配置して

いるか 

□留学生に対して在籍管理

等生活指導を適切に行って

いるか 

□留学生に対し、就職・進

学等卒業後の進路に関する

指導・支援を適切に行って

いるか 

□留学生に関する指導記録
を適切に保存しているか 

 

非 

該 

当 

（特になし） （特になし） （特になし）  
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5-18 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

担任と保健室及び学生相談室が連携し学生の相談支援を行う体制を構築して

いるが、悩みによっては担任と距離を置きたい学生もおり、学生相談室の役割を

周知し利用を促進する必要がある。 

学生支援を担当する学生委員会では、全国学生相談研修会等に毎年教職員が参

加し、近年の社会状況を踏まえた学生支援のあり方について知識とスキルの向上

に努めているが、コロナ禍の影響を受け研修会等の参加が難しい状況にある。 

（特になし） 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 阿部 秀樹 



３５ 

 

5-19 （1/2） 

5-19 学生生活 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-1 学生の経

済的側面に対す

る支援体制を整

備しているか 

□学校独自の奨学金制度を
整備しているか 
□学費の減免、分割納付制
度を整備しているか 
□大規模災害発生時及び家
計急変時等に対応する支援
制度を整備しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について学生・保護者
に十分情報提供しているか 
□公的支援制度も含めた経
済的支援制度に関する相談
に適切に対応しているか 
□全ての経済的支援制度の
利用について実績を把握し
ているか 

４ 学校独自の奨学金制度及び

学費の減免、分割納付制度に

は、コロナ禍の影響による事

由も加え、引き続き延納も可

能にしている。 

大規模災害発生時の支援制

度についても制度化して実施

している。 

全ての経済的支援制度につ

いて随時担任を通じて学生・

保護者に情報提供を行ってお

り、更に校内に掲示している。 

経済的支援制度の相談は事

務担当者が対応し利用状況は

事務部が実績を把握してい

る。 

 

 

学生や保護者から担任宛

に切羽詰まった状況で相談

され、初めて支援制度がある

ことを理解される現状から、

効果的な周知の方法を検討

する必要がある。 

 経済支援制度につい

て、学生支援機構の緊急

採用や「学びの継続」の

ための『学生支援緊急給

付金』のほか、社会情勢

に合わせた支援策は、そ

れらの申込件数を把握し

ながら、ホームルーム等

で速やかに、かつ継続し

て周知する。 

学生募集要

項 

学生便覧 

5-19-2 学生の健

康管理を行う体

制を整備してい

るか 

□学校保健計画を定めてい
るか 
□学校医を選任しているか 
□保健室を整備し専門職員
を配置しているか 
□定期健康診断を実施して
記録を保存しているか 
□有所見者の再健診につい
て適切に対応しているか 
 

４ 学校保健計画を定めてお

り、学校医を選任し保健室を

整備して看護師を配置してい

る。 

定期健康診断を実施し、記

録を保存している。また、有所

見者に対しては健康相談、保

健指導、医療機関への受診勧

奨等適切に行っている。 

保健室便りや禁煙啓発ポス

ターの発行等により、啓発及

び教育を行っている。また保 

2023 年度の新型コロナウ

イルス感染症罹患学生は 57

名、インフルエンザは 22 名

であったが、日々の感染予防

対策と早期状況把握等の対

応によりクラスターの発生

はなかった。 

 新型コロナウイルス感

染症分類が第 5類に移行し、

学校保健安全法施行規則の

第二種（学校において流行を

広げる可能性の高い感染症） 

 今後の対策について

は、社会情勢の動向を鑑

み、随時感染症予防対策

の見直しを行う。 

学生便覧 

保健便り 

新型コロナ

ウイルス関

連文書 
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5-19 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-2 続き □健康に関する啓発及び教
育を行っているか 
□心身の健康相談に対応す
る専門職員を配置している
か 
□近隣の医療機関との連携
はあるか 

 健室と学生相談室が連携し

て学生の心身の健康相談に

対応し、必要に応じ近隣の医

療機関を紹介している。 

 

とされたことから、引き続き

感染予防対策、早期状況把握

に努めていく必要がある。 

  

5-19-3 学生寮の

設置など生活環

境支援体制を整

備しているか 

□遠隔地から就学する学生

のために寮を整備している

か 

□学生寮の管理体制、委託業

務、生活指導体制等は明確に

なっているか 

□学生寮の数、利用人員、充

足状況は、明確になっている

か 

４ 学園提携の学生専用マン

ションがあり、入居者の把握

もなされている。 

管理会社が 24 時間体制で

管理している。 

（特になし）  （特になし） 学校案内 

5-19-4 課外活動

に対する支援体

制を整備してい

るか 

□クラブ活動等の団体の活

動状況を把握しているか 

□大会への引率、補助金の交

付等具体的な支援を行って

いるか 

□大会成績など実績を把握

しているか 

４  2023 年 5 月 8 日以降、サ

ークル活動も徐々に活動を

再開した。 

全学生で組織される自治

会の会費から各サークルへ

予算を配分し活動を支援し、 

年度毎の活動報告書により

収支を把握している。 

コロナ感染対策として、サ

ークルの課外活動を制限し

たことに伴い、特に運動系サ

ークルは構成人員が減少し、

休部状態になっているサー

クルが多くみられる。  

 課外活動を実施でき

る環境作りを継続して

推進する。 

学生便覧 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生の経済的支援、健康管理、生活環境支援、課外活動支援は相当程度充実して

いるが、今後も一層の向上、充実に努めている。 

本校の課外活動の特色としては学生全員で組織される自治会が挙げられる。 

然しながら、学生数の減少により自治会活動の主体となる役員の不足等難しい

面もあるが、可能な限り学生の参加を促進し活性化を図る。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 阿部 秀樹 
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5-20 （1/1） 

5-20 保護者との連携 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-20-1 保護者と

の連携体制を構

築しているか 

□保護者会の開催等、学校

の教育活動に関する情報提

供を適切に行っているか 

□個人面談等の機会を保護

者に提供し、面談記録を適

切に保存しているか 

□学力不足、心理面等の問

題解決にあたって、保護者

と適切に連携しているか 

□緊急時の連絡体制を確保

しているか 

４ 学業状況については成績・

出席状況を保護者宛に送付し

ている。教育活動については

学校便り（「くにみ通信」）を発

行し、保護者に送付している。 

個別面談が必要な場合は適

宜行い、担任で対応が難しい

場合は、学科長や教頭が同席

して実施する仕組みを講じて

おり、担任が内容を記録して

いる。 

学力不足、心理面等の問題

については、担任が保護者に

連絡し、連携して問題解決に

あたっている。 

緊急時の連絡先は学生記録

簿で管理し、安否確認用のメ

ールアドレスと電話番号をホ 

ームページに掲載している。 

遅刻・欠席が散見される学

生の保護者への状況報告と

督励の依頼は、できるだけ速

やかに行う必要がある。 

学生の家庭環境が複雑な

ケースでは、保護者との連携

が難しい場合もあり、今後は

科長会議や学科長ミーティ

ング等で情報を共有し、学校

全体で取り組む必要がある。 

 問題が生じた場合

は担任のみで抱え込

まず、科、学科及び学

校全体で情報共有を

行い解決する方針を

とっていく。 

 

学生便覧 

くにみ通信 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

保護者との連携については、出席状況等で何らかの兆候が生じた際には随時連

絡を取ることにしている。 

また、科内や学科内での情報共有を図り、担任が抱え込まない体制を取ってい

る。 

2024 年度以降の学生募集停止について、保護者全員に対して経緯等を記した

説明文を発送している。 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 阿部 秀樹 
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5-21 卒業生・社会人 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-1 卒業生へ

の支援体制を整

備しているか 

□同窓会を組織し、活動状況

を把握しているか 

□再就職、キャリアアップ等

について卒後の相談に適切

に対応しているか 

□卒業後のキャリアアップ

のための講座等を開講して

いるか 

□卒業後の研究活動に対す

る支援を行っているか 

４ 同窓会が組織され本校を

会場に定例役員会が開催さ

れており、事務課担当者が同

席している。 

卒業生に対しては教員を

中心として積極的かつ継続

的に就職相談の支援を行っ

ている。 

科によっては関連学会等

を活用したキャリアアップ

や研究活動の支援を行って

いる。 

（特になし）  （特になし） （同窓会ホ

ームページ） 

5-21-2 産学連携

による卒業後の

再教育プログラ

ムの開発・実施に

取組んでいるか 

  

□関連業界・職能団体等と再

教育プログラムについて共

同開発等を行っているか 

□学会・研究会活動におい

て、関連業界等と連携・協力

を行っているか 

非 

該 

当 

2023 年度をもって学募集

を停止している。 

（特になし）  （特になし）  

5-21-3 社会人の

ニーズを踏まえ

た教育環境を整

備しているか 

□社会人経験者の入学に際
し、入学前の履修に関する取
扱いを学則等に定め、適切に
認定しているか 
□社会人学生に配慮し、長期
履修制度等を導入している
か 
□図書室、実習室等の利用に
おいて、社会人学生に対し配
慮しているか 
□社会人学生等に対し、就職
等進路相談において個別相
談を実施しているか 
 

 

非 

該 

当 

2023 年度入学者において

社会人経験者は在籍してい

ない。 

 

（特になし） （特になし）  
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

（特になし） 同窓会による在校生に対する支援は、主に学園祭等自治会活動や建築デザイン

学科主催の卒業制作展に継続的に行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 阿部 秀樹 
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基準６ 教育環境 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校の教育環境の最大の特徴としては、姉妹大学が

同一敷地内にあり、大学の施設を使用することができ

ることが挙げられる。 

これにより、本校の学生は、専門学校としては珍し

い大学設置基準を満たした図書館や体育館などの施

設設備を使うことができ、授業についてはもちろんの

こと、放課後の自主学習、サークル活動、学園祭など

の学生生活全般の質的向上が図られている。 

学外実習、インターンシップについては、全ての科

が行っている。 

防災に関しては、本校独自の「震災対応マニュアル」

（小冊子）を作成し、すべての学生に配布すると共に、

ホームルームで、冊子の使い方について担任が説明を

行っている。新型コロナウイルス感染予防の観点から

中断していた避難訓練を再開している。 

専門学校の教室群が入る2号館は経年劣化が進んで

おり、特に建具の不具合も目立ってきている。施設内

の点検を行い状況に応じた修繕を予定している。 

 

充実した施設設備を更に使いこなすため、授業方法

の工夫や学生の主体的な活動を活性化させる取り組

みに力を注いでいく必要がある。 

施設設備の改築・改修・更新については、年次計画

を立て取り組んでいるが、新たな不具合が生じている

ことから優先順位に沿った検討を行う。 

また、安全対策を引き続き行い、書庫等の備品の転

倒防止策の整備に関しては引き続き継続して対応す

る。 

 

 

本校の教育環境の最大の特徴としては、姉妹大学が

同一敷地内にあることが挙げられ、充実した教育環境

にある。 

大学と連携した学生同士の交流イベント等につい

て、コロナ感染予防対策として一部制限を設けて実施

してきたが、今年度の学園祭は通常開催としている。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 佐藤 かおり 
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6-22 施設・設備等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-22-1 教育上の

必要性に十分対

応した施設・設

備・教育用具等を

整備しているか 

□施設・設備・機器類等は

設置基準、関係法令に適合

し、かつ、充実しているか 

□図書室、実習室など、学

生の学習支援のための施

設を整備しているか 

□図書室の図書は専門分

野に応じ充実しているか 

□学生の休憩・食事のため

のスペースを確保してい

るか 

□施設・設備のバリアフリ

ー化に取組んでいるか 

□手洗い設備など学校施

設内の衛生管理を徹底し

ているか 

□卒業生に施設・設備を提

供しているか 

□施設・設備等の日常点

検、定期点検、補修等につ

いて適切に対応している

か 

□施設・設備等の改築・改

修・更新計画を定め、適切

に執行しているか 

４ 厚生労働省等の設置基準、関

係法令に適合した施設設備を

備えている。 

図書館は、大学図書館を活用

している。年 1 度専門学校とし

て希望図書の購入の機会が与

えられている。 

実習室については、学科ごと

に環境整備を行い学習支援に

結びつけている。 

バリアフリーについては、建

物内部では図られている。     

障害者専用トイレは1階に１

か所設置している。 

コロナ感染症分類が5類に移

行したが、引き続き出入口と 2

か所の教員室入り口にサーモ

カメラを配置し、授業時のマス

クの着用、手指消毒の励行等感

染防止対策を継続している。 

学校の施設設備は、管財部管

理課が点検・補修等を行ってお

り、改築・改修・更新は、年次

計画を立て取組んでいる。 

保守点検等適切に行われ

ているが、一部空調関係の不

具合について補修工事は完

了しているが、残りの部分に

関して具体的な計画が必要

となる。 

2 号館地下食堂について

も、照明や室温の問題がある

ので、具体的な改善計画を継

続して検討する必要がある。 

学校の施設設備の

改築・改修・更新は、

優先順位に沿った計

画に見直すなど、き

め細かい検討を継続

して行う。 

 

学生便覧 

 

 



４２ 

 

6-22 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

大学と併用できる施設設備を多く持ち、充実した学習環境であるが、一方で、

専門学校が入る 2 号館と旧 6 号館には経年による補修を必要とする個所がある。 

改修に関する年次計画を立て、順次見直しながら対応している。 

入構時のサーモカメラによる検温、手指消毒を継続し、授業時はマスク着用を

促すなど、コロナ感染症分類変更後も対応を継続している。 

施設・設備については引き続き、計画的に保守、点検、整備を行っていく。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 佐藤 かおり 
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6-23 学外実習、インターンシップ等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1 学外実習、

インターンシッ

プ、海外研修等の

実施体制を整備

しているか 

□学外実習等について、意

義や教育課程上の位置づけ

を明確にしているか 

□学外実習等について、実

施要綱・マニュアルを整備

し、適切に運用しているか 

□関連業界等との連携によ

る企業研修等を実施してい

るか 

□学外実習について、成績

評価基準を明確にしている

か 

□学外実習について実習機

関の指導者との連絡・協議

の機会を確保しているか 

□学外実習等の教育効果に

ついて確認しているか 

□学校行事の運営等に学生

を積極的に参画させている

か 

□卒業生・保護者・関連業界

等、また、学生の就職先等に

行事の案内をしているか 

４ 医療技術系、教育・福祉系

の実習については、国家資格

として実施時間、巡回、評価等

が法律により定められてお

り、それらを遵守している。 

医療ビジネス系や建築系に

ついては、関連団体と連携・協

議し実習時間や評価基準等を

定め、実習を行っているが、昨

年に引き続き、今年度も新型

コロナ感染状況を鑑み、一部

学外実習を学内に切り替え実

施している。 

「職業実践専門課程」の認

定を受け、教育課程編成委員

会、学校関係者評価委員会等

を通じ、関連業界と連携した

カリキュラムの編成と実施に

取組んでいる。 

学生の自発的な課外活動と

して、自治会の編成、サークル

活動の支援を行っているが、

コロナ禍において活動が制限

されている。 

学校の行事については、各

種 SNS（ホームページ等）を

通じて案内を行っている。 

 

学外実習の実施は、各関連

業界の協力を得て大きく前

進してきたが、教育効果の可

視化については、科によって

ばらつきがあり、共通の尺度

を設けるなど今後検討する。 

実習の受け入れ先確保に

ついては、各業界とのパイプ

を強め、積極的な関わりを持

ってきたが、実習生のマナー

等実習評価以前の問題も散

見される等、受け入れ企業の

理解と協力が不可欠となっ

ている。 

新型コロナウイルス感染

症分類が 5 類に変更されて

も、施設内でのコロナ感染や

学生自身の罹患等もあり、学

外実習を一部学内実習に切

り替えざるを得ない状況も

あった。 

感染症分類の変更により

入構制限等を行わない通常

の学園祭を 4 年ぶりに開催

するなど学生間の交流を図

ってきたが、更なる学生の積

極的参加を促す必要がある。 

実習到達目標を達

成させるため、関連業

界とのさらなる連携

強化を図り、実習内容

の精度向上に努める。 

また、学校行事につ

いては、休止していた

学園祭を、希薄化する

学生同士の交流を深

めるために開催した

が、学生主体の各種イ

ベント等を企画、開催

するよう、学生自治会

やホームルームにて

働きかける。 

学生便覧 

教育課程編成委

員会、学校関係

者評価委員会議

事録 
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6-23 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学外実習については全科が実施している。平成 28 年度より「職業実践専門課

程」の認定を全科が受け、教育課程編成委員、学校関係者評価委員等を通じて関

係業界の事業所、企業等と連携を深めている。 

学校行事の運営には、学生主体により組織された自治会が積極的に加わってい

る。学園祭や様々なイベントは学生の自発的な活動が支えとなっている。 

 自治会活動の主な行事である学園祭については、入構制限を設けることなく開催

し、各科の特色を生かした展示、体験やゲーム等、盛況に終えることができた。 

 また、クリスマスイベント等を実施するなど、昨年より活動の幅が広がっている。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 佐藤 かおり 
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6-24 （1/2） 

6-24 防災・安全管理 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-1 防災に対

する組織体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□学校防災に関する計画、

消防計画や災害発生時にお

ける具体的行動のマニュア

ルを整備しているか 

□施設・建物・設備の耐震化

に対応しているか 

□消防設備等の整備及び保

守点検を法令に基づき行

い、改善が必要な場合は適

切に対応しているか 

□防災（消防）訓練を定期
的に実施し、記録を保存し
ているか 

□備品の転倒防止など安全

管理を徹底しているか 

□教職員・学生に防災研修・

教育を行っているか 

４ 防火・防災管理委員会が「防

火・防災危機管理マニュアル

（国見キャンパス）」を制定

し、「防火防災教育」を実施、

震災対応マニュアルを全学生

及び教職員に配付し、ホーム

ページに公開している。 

消防設備等の整備及び保守

点検を法令に基づき行い改善

に努めている。 

避難・防災訓練はコロナ感

染防止の観点から実施を見合

わせていたが、今年から再開

している。 

施設・建物・設備の耐震化に

対応している。 

書庫等の整理を行い、安

全対策を実施しているが、

備品等の転倒防止策につい

ては、更に整備が必要であ

る。 

備品の転倒防止に関

しては随時実施してい

るが、今後も継続して

対応する。 

 

防火・防災管理

規程 

施設管理規程 

車輛安全運行

管理規程 

安全衛生管理

規程 

防火・防災危機

管理マニュア

ル 

震災対応マニ

ュアル 

6-24-2 学内にお

ける安全管理体

制を整備し、適切

に運用している

か  

□学校安全計画を策定して

いるか 

□学生の生命と学校財産を

加害者から守るための防犯

体制を整備し、適切に運用

しているか 

□授業中に発生した事故等

に関する対応マニュアルを

作成し、適切に運用してい

るか 

４ キャンパス内に警備員を常

駐させ、24 時間体制で安全管

理を実施し、キャンパス内入

口に防犯カメラ 4 基を不審者

侵入の抑止力として整備し

た。 

学生に緊急事案が発生した

場合は、教員と保健室が連携

し初期対応を行うが、救急搬

送等を伴う場合は、法人に速

やかな報告を行うなど保健室

の対応マニュアルを基に適切

に運用している。 

（特になし）  （特になし） 防火・防災管理

規程 

施設管理規程 

車輛安全運行

管理規程 

安全衛生管理

規程 

防火・防災危機

管理マニュア

ル 

震災対応マニ

ュアル 
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6-24 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-2 続き □薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェック
を行うなど適切に対応して
いるか 
□担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか 

 現在、薬品等を扱う科は無

く、以前のものについてはす

べて整理した。 

実習巡回時は、車両安全運

行管理規程に基づき、運行し

ている。 

2022 年度から学園車両運

行の際、アルコール検知器を

導入した。 

（特になし） （特になし）  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

東日本大震災の教訓から、安全管理体制の再確認を行った。 

諸規程に基づき適切に運用されているが、更に改善を図る。 

大地震が発生した場合に備え、「震災対応マニュアル」を全学生、全教職員に配

布している。特に学生の安否確認方法として、メール及び電話での連絡方法を定め、

ガイダンス等で学生に周知するとともに、ホームページからもメールでの連絡を可

能としている。 

道路交通法改正に伴い、車両運行の際のアルコール検知器を用い対応している。 

コロナ禍の下で 3 年度に亘り中止としていた避難訓練を実施したが、教室・建物

からの避難と集合場所への移動は円滑に行われた。 

個別の危機に限らず、あらゆる危機に対処できるように、法人として「危機管理

規程」を整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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基準７ 学生の募集と受入れ 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校では、医療技術、医療ビジネス、総合福祉、建

築デザインの各分野で即戦力となる人材を育成する

ために 4 学科 9 科を開設し、東北 6 県から高校新卒者

を中心に広く募集してきたが、2023 年度生をもって

以降の学生募集を停止した。 

建築デザイン学科（建築土木科・インテリア科）、医

療ビジネス学科（医療秘書科・医療情報管理科）の 2

年課程（現 1 年生・2 年生）修了後、建築士専攻科、

診療情報管理士専攻科へ内部進学する学生が 2024 年

度、2025 年度の入学者となる。 

（特になし） （特になし） 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 佐藤 かおり 
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7-25 （1/2） 

7-25 学生募集活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-1 高等学校

等接続する教育

機関に対する情

報提供に取組ん

でいるか 

□高等学校等における進学

説明会に参加し教育活動等

の情報提供を行っているか 

□高等学校等の教職員に対

する入学説明会を実施して

いるか 

□教員又は保護者向けの

「学校案内」等を作成して

いるか 

非 

該 

当 

（特になし） （特になし） （特になし）  

7-25-2 学生募集

を適切、かつ、効

果的に行ってい

るか 

□入学時期に照らし、適切

な時期に願書の受付を開始

しているか 

□専修学校団体が行う自主
規制に即した募集活動を行
っているか 
□志願者等からの入学相談
に適切に対応しているか 

□学校案内等において、特

徴ある教育活動、学修成果

等について正確に、分かり

やすく紹介しているか 

□広報活動・学生募集活動
において、情報管理等のチ
ェック体制を整備している
か 

 

 

 

非 

該 

当 

 （特になし）  （特になし）  （特になし）  
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-2 続き □体験入学、オープンキャン

パスなどの実施において、多

くの参加機会の提供や実施

内容の工夫など行っている

か 

□志望者の状況に応じて多

様な試験・選考方法を取入れ

ているか 

非 

該 

当 

（特になし）   （特になし）  （特になし）  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

（特になし） （特になし） 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 佐藤 かおり 
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7-26 （1/2） 

7-26 入学選考 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-26-1 入学選考

基準を明確化し、

適切に運用して

いるか 

□入学選考基準、方法は、規

程等で明確に定めているか 

□入学選考等は、規程等に基

づき適切に運用しているか 

□入学選考の公平性を確保

するための合否判定体制を

整備しているか 

４ 内部進学者（2 専攻科）の入

学選考については、規程に基

づき学校長を長とする「入学

試験入学者選考委員会」が組

織され、委員全員で審議した

上で決定している。選考基準

を明確化するため、すべての

入試に面接選考を導入、筆記

試験とともに点数化し選考の

可視化を図っている。 

 

面接、筆記試験すべてにチ

ェック項目を設け点数化し

ているが、項目及び点数配分

について検討の余地がある。 

入学選考基準の可視

化を図る点数配分につ

いて検証を行う。 

学生募集要項 

7-26-2 入学選考

に関する実績を

把握し、授業改善

等に活用してい

るか 

□学科毎の合格率・辞退率な

どの現況を示すデータを蓄

積し、適切に管理しているか 

□学科毎の入学者の傾向に

ついて把握し、授業方法の検

討など適切に対応している

か 

□学科別応募者数・入学者
数の予測数値を算出してい
るか 
□財務等の計画数値と応募
者数の予測値等との整合性
を図っているか 
 

４ 入学選考に関するデータは

学校事務局が適切に保管管理

している。 

2024 年度以降の学生募集

を停止しており、以降入学者

は 2 専攻科の内部進学者にな

るが、面接試験を実施し、コミ

ュニケーション能力や 2 年課

程在学時の学業成績を総合的

に判断し、入学後の授業に対

する取り組み等対応を行って

いる。 

 

本校にとって最後の入学

者である 2023 年度生（※5）

について、学生募集停止報道

等の影響から大きく定員を

割り込んでいる。 

閉校するという閉塞感、危

機感を学生に抱かせないよ

う、検定取得や希望職種への

就職に向けたモチベーショ

ンを維持させる必要がある。 

教育の質を低下させ

ることなく、検定・資格

取得、卒業、就職につい

て教員一丸となって学

生を支援する。 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

建築士専攻科、診療情報管理士専攻科への内部進学者に対する入試選考は、進

路決定に迷いが生じても対応できるⅡ期制を導入し実施している。 

2023 年度の日本学生支援機構奨学生（※6）は、昨年同様、全在籍者の半数を

超えているが昨年比 4.2 ポイント下降している。 

 経済的に厳しい家計状況の学生に対し、積極的に高等教育の修学支援制度利用

を推進している。 

 

 

 

 
 

 

※5：2023 年度 入学者数（復学・転科者含まず） 

科 名 入学者数 

視能訓練士科 18 

介護福祉科 5 

社会福祉科 7 

医療秘書科 4 

医療情報管理科 6 

建築土木科 8 

インテリア科 20 

診療情報管理士専攻科 7 

建築士専攻科 10 

 

 

※6 奨学金利用件数 

日本学生支援機構奨学金貸与者 2023 年度 51.3％ 2022 年度 55.5％ 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 佐藤 かおり 
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7-27 （1/1） 

7-27 学納金 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-27-1 経費内容

に対応し、学納金

を算定している

か 

□学納金の算定内容、決定

の過程を明確にしているか 

□学納金の水準を把握して

いるか 

□学納金等徴収する金額は
すべて明示しているか 

４ 学納金の変更については、

理事会・評議員会が決定する。 

学納金や入学検定料の徴収

について検討を行い、2020 年

度から入学検定料及び 2021

年度入学生から学納金を改定

した。 

学納金のほか教科書、教材

費及び学生保険等の諸経費に

ついては、毎年、検証を行った

上で算出し、学生募集要項に

記載している。 

（特になし）  （特になし） 学生募集要項 

7-27-2 入学辞退

者に対し、授業料

等について、適正

な取扱を行って

いるか 

□文部科学省通知の趣旨に

基づき、入学辞退者に対す

る授業料の返還の取扱いに

対して、募集要項等に明示

し、適切に取扱っているか 

４ 入学辞退者に対する授業料

の返還の取扱いについては、

文部科学省通知の趣旨に基づ

き、学生募集要項に明示し、適

切に取扱っている。 

（特になし） （特になし） 学生募集要項 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学辞退者に対する授業料の返還については、学生募集要項に明示し、適切に

対応している。 

高等教育の修学支援新制度の対象機関と認められており、授業料等を軽減する

ことができ、経済的な支援策となった。 

専攻科の入学にあたり、姉妹校入学制度により、入学金の減免を継続している。 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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基準８ 財 務 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

中期計画「輝ける者を育むⅢ」を実施する上で、引

き続き法令遵守の精神に則り、会計処理の適正な実施

を行い、会計監査の厳正な実施が継続できるよう体制

の堅持に努めていく。 

本校の収支状況はおもわしくないが、法人全体とし

ては収支均等が実現出来ている。 

安定した法人経営には、今後は専門学校単独での収

支均衡に向けた改善が必要である。 

2022 年度からの中期計画「輝ける者を育むⅢ」の年

度ごとの達成状況を検証している。 

安定した財務基盤の確立には、学生確保が必要不可

欠である。  

専攻科への入学者確保と退学及び休学の防止に努

める必要がある。 

本校は、2023 年度をもって学生募集を停止した。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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8-28 （1/2） 

8-28 財務基盤 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-1 学校及び

法人運営の中長

期的な財務基盤

は安定している

か 

□応募者数・入学者数及び

定員充足率の推移を把握し

ているか 

□収入と支出はバランスが

とれているか 

□貸借対照表の翌年度繰越

収入超過額がマイナスにな

っている場合、それを解消

する計画を立てているか 

□事業活動収支計算書の経
常収支差額がマイナスとな
っている場合、その原因を
正確に把握しているか 
□設備投資が過大になって
いないか 
□負債は返還可能の範囲で
妥当な数値となっているか 
 

３ 過年度からの応募者数、入

学者数及び定員充足率の推移

を把握している。 

学校としては支出超過が続

いているが、法人全体として

収入に応じた予算執行を行う

ことで、収支バランスを確保

しており、財務基盤の安定に

努めている。 

 

2024 年度以降の学生募集

停止により、財政基盤の安定

には、専攻科への入学者の確

保と退学者及び休学者の防

止が最大の課題である。 

 

 

 担任による適切な指

導により、退学者及び

休学者の防止に努め

る。 

 

8-28-2 学校及び

法人運営に係る

主要な財務数値

に関する財務分

析を行っている

か 

□最近 3 年間の収支状況

（事業活動収支・資金収支）

による財務分析を行ってい

るか 

□最近 3 年間の財産目録・

貸借対照表の数値による財

務分析を行っているか 

 

４ 毎年度決算終了後に財務分

析を行っている。 

（特になし）  （特になし）  

 



５５ 

 

8-28 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-2 続き □最近 3 年間の設置基準等

に定める負債関係の割合推

移データによる償還計画を

策定しているか 

□キャッシュフローの状況

を示すデータはあるか 

□教育研究費比率、人件費

比率の数値は適切な数値に

なっているか 

□コスト管理を適切に行っ

ているか 

□収支の状況について自己

評価しているか 

□改善が必要な場合におい

て、今後の財務改善計画を

策定しているか 

 短期的な未払金以外に負債

はなく、負債比率は全国平均

と比較し良好な値となってい

る。 

毎年度決算終了後に、学科

別にキャッシュフロー計算書

を作成している。 

学生生徒等納付金の減少に

より、人件費比率が高くなっ

ている。 

巡回を行い、節電に努めて

いる。 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

専門学校単体では赤字となっているが、法人全体としての収支バランスは確保

されている。 

（特になし） 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



５６ 

 

8-29 （1/1） 

8-29 予算・収支計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-29-1 教育目標

との整合性を図

り、単年度予算、

中期計画を策定

しているか 

□予算編成に際して、教育

目標、中期計画、事業計画

等と整合性を図っているか 

□予算の編成過程及び決定

過程は明確になっているか 

４ 2023 年度予算は当該年度

からの中期計画「輝ける者を

育むⅢ」に基づき予算編成を

行っている。 

予算は評議員会で意見を聞

いたうえで、理事会の議を経

て決定している。 

（特になし） （特になし）  

8-29-2 予算及び

計画に基づき、適

正に執行管理を

行っているか 

□予算の執行計画を策定し

ているか 

□予算と決算に大きな乖離

を生じていないか 

□予算超過が見込まれる場

合、適切に補正措置を行っ

ているか 

□予算規程、経理規程を整
備しているか 
□予算執行にあたってチェ
ック体制を整備するなど適
切な会計処理行っているか 

４ 予算超過が見込まれる場

合、予備費の使用や補正予算

を組むなど対応している。 

会計処理は、学校法人会計

基準、経理規程及び予算管理

規程に基づき適正に処理して

いる。 

（特になし） （特になし）  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 27 年度からは中期目標・中期計画「輝けるものを育む」に基づき、資金

収支計画を作成し予算ヒアリングを行い事業計画・予算作成をしている。現在は、

第 3期の中期計画「輝ける者を育むⅢ」の計画を検証している。 

学生数により資金収支計画を随時見直していくことで、資金状況を管理、予測

している。 

 

 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



５７ 

 

8-30 （1/1） 

8-30 監査 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-30-1 私立学校

法及び寄附行為

に基づき、適切に

監査を実施して

いるか 

□私立学校法及び寄附行為
に基づき、適切に監査を実
施しているか 
□監査報告書を作成し理事
会等で報告しているか 
□監事の監査に加えて、監
査法人による外部監査を実
施しているか 
□監査時における改善意見
について記録し、適切に対
応しているか 

４ 寄附行為第 16 条及び監事

監査規程の規定に基づき、監

査されている。 

また、「私立学校法」第 37 条

第 3 項の規定に基づく監事に

よる監査及び「私立学校振興

助成法」第 14 条第 3 項の規定

に基づく監査法人による会計

監査が実施されている。 

監事は、監査実施後、理事長

との面談及び理事会への報告

を行い、改善意見があった場

合、その改善に努めている。 

更に監査法人、監事及び内

部監査室による三様監査連絡

会を年 3 回の予定で実施して

いる。 

（特になし）  （特になし） 寄附行為 

監事監査規

程 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各法令に基づき適切な監査が実施されている。 監査人である公認会計士、監事及び内部監査室による三様監査打合せを年 3 回

実施し、それぞれの視点からの留意点及び気づき事項についての情報共有と意見

交換を行っている。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



５８ 

 

8-31 （1/1） 

8-31 財務情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-31-1 私立学校

法に基づく財務

情報公開体制を

整備し、適切に運

用しているか 

□財務公開規程を整備し、

適切に運用しているか 

□公開が義務づけられてい

る財務帳票、事業報告書を

作成しているか 

□財務公開の実績を記録し

ているか 

□公開方法についてホーム

ページに掲載するなど積極

的な公開に取組んでいるか 

４ 「情報公開に関する規程」

により、財務情報の公開につい

て定められている。 

公開が義務付けられている

書類について、本校のホームペ

ージに掲載している。 

さらなる情報公開に取組

んでいく必要がある。 

 情報公開について

は、その都度十分検討

し、対処していく。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校のホームページ上で情報公開を行っている。 

今後はより積極的な情報公開を検討していく 

財務情報の公開では、計算書類のほか表やグラフを用いて、見やすさの工夫と

学校会計と企業会計の違いを掲載するなど、わかりやすい情報公開に取組んでい

る。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



５９ 

 

基準９ 法令等の遵守 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法令や設置基準の遵守については法人として適切

に実施され、関係省庁への報告においても適切に実施

されている。 

 公益通報者保護規程を定め、全学的にコンプライア

ンスに対する方針を明確化している。 

個人情報保護について、学内で「個人情報保護規程」

が定められており、学外への個人情報の流出を予防し

ている。 

また、学生に対しては入学時のオリエンテーション

で「個人情報保護規程」を説明し、在校生にはホーム

ルームで SNS 利用についても指導を行っており、十

分な周知活動を行っている。 

平成 25 年度以降、毎年自己点検・自己評価を実施

し、結果をホームページ等で公開している。なお、問

題点は各委員会で検討し、改善を図っている。 

在校生に対しては、ガイダンスを実施し個人情報保

護の教育を行っている。 

また、学外実習にあたって、実習受入れ先と個人情

報の取扱いについての申合せを行うなど、事前に学生

に指導を行っているが、引き続き注意をはらい取り扱

う。 

 外部講師を招いた講座は毎年行っている。今年度は

宮城県金融広報委員会による「若者のための消費者教

育出張講座」を学生委員会主催で開催し、啓蒙を図っ

ている。これらの活動を継続し、更に内容の充実を図

る。 

自己点検・自己評価報告書に加え、学校関係者評価

報告書もホームページ等で公開している。 

規程を改正し、自己点検・自己評価を毎年実施して

いる。 

 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 

 



６０ 

 

9-32 （1/1） 

9-32 関係法令、設置基準等の遵守 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-32-1 法令や専

修学校設置基準

等を遵守し、適正

な学校運営を行

っているか 

□関係法令及び設置基準等

に基づき、学校運営を行う

とともに、必要な諸届等適

切に行っているか 

□学校運営に必要な規則・

規程等を整備し、適切に運

用しているか 

□セクシュアルハラスメン

ト等の防止のための方針を

明確化し、対応マニュアル

を策定して適切に運用して

いるか 

□教職員、学生に対し、コ

ンプライアンスに関する相

談窓口を設置しているか 

□教職員、学生に対し、法

令遵守に関する研修・教育

を行っているか 

４ 本学運営において、法令及

び設置基準に基づき、適切に

行っており、規則・規程等も整

備している。 

「ハラスメントの防止等に

関する規程」及び「人権侵害及

びハラスメント防止のための

ガイドライン」を定め適切に

運用している。 

教職員に対する公益通報の

窓口を定め、学校ホームペー

ジの「公益通報・相談窓口」に

おいて周知を行っている。 

「ハラスメントの防止等に

関する規程」に基づき、全教職

員を対象にハラスメント防止

研修を実施した。 

教職員、学生に対し「人権

侵害及びハラスメント防止

のためのガイドライン」を定

め周知を図っている。 

また、学生には学生相談室

と保健室の連携によりハラ

スメント等相談対応を行っ

ているが、今後、より一層認

知度を高める必要がある。 

ハラスメント防止に

ついて認知度を高める

ために、ホームルーム

等で相談窓口があるこ

とを周知するほか、目

につきやすい場所に積

極的にポスター等を掲

示する。 

ハラスメント

の防止等に関

する規程 

公益通報者保

護規程 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校運営に必要な規則・規程等は整備され、関係法令及び設置基準等に基づい

た学校運営を行っている。 

規程等により、本法人の業務全般について、法令及び本法人が定める諸規程並

びに社会規範等に則り、適正に遂行されているかを公正かつ客観的な立場で検証

している。 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



６１ 

 

9-33 （1/1） 

9-33 個人情報保護 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-33-1 学校が保

有する個人情報

保護に関する対

策を実施してい

るか 

□個人情報保護に関する取

扱方針・規程を定め、適切に

運用しているか 

□大量の個人データを蓄積

した電磁記録の取扱いに関

し、規程を定め、適切に運用

しているか 

□学校が開設したサイトの

運用にあたって、情報漏え

い等の防止策を講じている

か 

□学生・教職員に個人情報

管理に関する啓発及び教育

を実施しているか 

４ 本校を運営する法人におい

て定める「個人情報保護規程」

の他、本校で「個人情報保護規

程細則」を定め適切に運用して

いる。 

また、「個人情報保護規程」

及び「個人番号及び特定個人情

報取扱規程」により、情報漏え

い等の防止策が講じられてい

る。 

教職員は個人情報に関する

取扱の教育等を実施している。 

学生については、ガイダンス

を実施し、個人情報保護の教育

を行った。 

情報機器及びその環境が

多様化しており、学生・教職

員に対する個人情報管理に

関する啓発及び教育を更に

徹底する。 

 

学生については、ホ

ームルーム等を活用し

た最新の情報提供と教

育を徹底し、その意識

を高める。 

教職員については、

研修会において個人情

報保護に関するテーマ

を取り上げ意識の向上

を図る。 

個人情報保護

規程 

個人番号及び

特定個人情報

取扱い規程 

ホームページ

管理運用規程 

就業規則 

有期教職員就

業規則 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個人情報の管理体制は、構築されている。 マイナンバーに係る情報の管理は、非常勤講師も含め法人事務局が担当してお

り、適正に運用している。 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



６２ 

 

9-34 （1/2） 

9-34 学校評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-34-1 自己評価

の実施体制を整

備し、評価を行っ

ているか 

□実施に関し、学則及び規
程等を整備し実施している
か 

□実施にかかる組織体制を

整備し、毎年度定期的に全

学で取組んでいるか 

□評価結果に基づき、学校

改善に取組んでいるか 

４ 自己点検及び自己評価規程

に基づき、毎年実施し、問題点

は各委員会で検討し、改善を

図っている。 

定期的に委員会を開催し、

学校改善に取り組んでいる。 

（特になし） （特になし） 自己点検及び

自己評価規程 

9-34-2 自己評価

結果を公表して

いるか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

４ 自己点検・自己評価を実施

した結果を報告書として取り

纏め、更にホームページ等で

公開している。 

（特になし） （特になし） 自己点検・自

己評価報告書 

9-34-3 学校関係

者評価の実施体

制を整備し評価

を行っているか 

□実施に関し、学則及び規

程等を整備し実施している

か 

□実施のための組織体制を

整備しているか 

□設置課程・学科に関連業

界等から委員を適切に選任

しているか 

□評価結果に基づく学校改
善に取組んでいるか 

４ 学校関係者評価委員会規程

を設け適切に運営している。     

学校関係者評価委員会は、

自己点検及び自己評価を取り

まとめた後に毎年開催してお

り、学校関係者委員会からの

指摘事項に対し、緊急性や予

算面から順位付けを行い、速

やかに学校改善に取り組んで

いる。 

学校関係者委員会から寄

せられる意見は、学校改善に

必須なものであり、緊急性の

高い内容については、必要に

応じて審議する方法を検討

する。 

（特になし）  

9-34-4 学校関係

者評価結果を公

表しているか 

□評価結果を報告書に取り

まとめているか 

□評価結果をホームページ

に掲載するなど広く社会に

公表しているか 

４ 学校関係者評価も報告書に

取り纏め、ホームページ等で

公開している。 

（特になし） （特になし） 学校関係者評

価報告書 

 



６３ 

 

9-34 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、自己点検・自己評価を実施し、その結果はホームページ等で公開し、問

題点は各委員会で検討し改善を図っている。 

併せて、学校関係者評価も報告書に取り纏め、ホームページ等で公開している。 

（特になし） 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



６４ 

 

9-35 （1/1） 

9-35 教育情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-35-1 教育情報

に関する情報公

開を積極的に行

っているか 

□学校の概要、教育内容、

教職員等教育情報を積極的

に公開しているか 

□学生、保護者、関連業界

等広く社会に公開している

か 

４ 学校の概要、教育内容、教職

員等の教育情報をホームペー

ジで公開している。 

ホームページの内容の充

実及び操作性について検討

を継続する。 

 ホームページは学内

の情報を広く正しく伝

えるため、タイムリー

に発表していく。 

学校案内 

ホームページ 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 ホームページ及び学校案内の充実を図り、積極的な教育情報の公開に努める。  （特になし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



６５ 

 

基準１０ 社会貢献・地域貢献 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学園は地域の一員として活動しており、日々の感

謝を込めて、毎年 1 回 6 月に、学生、教職員全体で

「感謝の日」として近隣の公園や福祉施設等の清掃

や除草等を行っている。 

近年では地域住民の方々の参加も多くみられてい

たが、今年度も昨年度に続き新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から 4 年連続で実施を中止し

た。 

4 年連続で中止となったことを契機にこれまでの

活動を省みて今後の在り方について継続して検討し

ており、今後は学生の意見なども取り入れていくと

ともに、各町内会との共催による新規事業の構築に

ついては、意見交換会などで検討していきたい。 

学校施設は、教育に支障のない範囲で、「学外者施

設使用規程」に基づき外部団体に提供している。 

外部からも利用可能な蔵書検索システムを備えた

図書館は、卒業生も利用可能で、図書の館外貸出し

も行っている。 

若年者の職業意識の啓発、就労観の育成を図るこ

とを目的とする「専修学校各種学校・高等学校連携

等職業教育推進事業：未来のしごと体験プログラ

ム 」に、毎年、講座を提供している。 

 

 2023年度は近隣町内会との意見交換会などを実施す

ることができ、町内会の方々による学校施設等の積極

的活用を改めて確認すると共に、更なる活用の方策に

ついて町内会との協議を継続している。 

 

 毎年、教職員と学生が地域の公園、道路及び福祉施

設などの清掃ボランティアを行っていたが、2023 年

度も昨年度に続き新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から中止とした。 

 近隣町内会と清掃活動の協働実施や、図書館等の学

校施設を開放するなど、連携した協力体制を整え、良

好な関係を構築している。 

 
最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 



６６ 

 

10-36 （1/2） 

10-36 社会貢献・地域貢献 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-1 学校の教

育資源を活用し

た社会貢献・地域

貢献を行ってい

るか 

□産・学・行政・地域等との

連携に関する方針・規程等

を整備しているか 

□企業や行政と連携した教

育プログラムの開発、共同

研究の実績はあるか 

□国の機関からの委託研究

及び雇用促進事業について

積極的に受託しているか 

□学校施設・設備等を地域・

関連業界等・卒業生等に開

放しているか 

□高等学校等が行うキャリ

ア教育等の授業実施に教員

等を派遣するなど積極的に

協力・支援しているか 

□学校の実習施設等を活用

し高等学校の職業教育等の

授業実施に協力・支援して

いるか 

□地域の受講者等を対象と

した「生涯学習講座」を開講

しているか 

□環境問題など重要な社会

問題の解決に貢献するため

の活動を行っているか 

□教職員・学生に対し、重要

な社会問題に対する問題意

識の醸成のための研修、教

育に取組んでいるか 

４ 教育に支障のない範囲で、

各団体の教育・研修活動、各

種試験会場等に施設を提供

し、また、教員の講師派遣等

を行っている。 

本校との高・専接続連携を

行っている高校においては、

毎年定期的に職業理解、キャ

リア教育の授業を行っている

ほか、県内の高校からの要請

に応じて出前授業を実施して

いる。 

卒業生や近隣町内会の方

へ施設の貸出を行っており、

図書館においても、図書の館

外貸出しを含め、図書館の利

用が可能である。 

 

今後も地域貢献事業を

継続し、更に地域のさまざ

まな要望に応える貢献策

を計画的に検討する。 

近隣町内会の方々に

よる学校施設等の積極

的活用について、2023

年度は近隣町内会との

意見交換会などを実施

することができ、町内会

の方々による学校施設

等の積極的活用を改め

て確認すると共に、更な

る活用の方策について

町内会との協議を継続

している。 

 

 



６７ 

 

10-36 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-2 国際交流

に取組んでいる

か  

□海外の教育機関との国

際交流の推進に関する方

針を定めているか 

□海外の教育機関と教職

員の人事交流・共同研究等

を行っているか 

□海外の教育機関と留学

生の受入れ、派遣、研修の

実施など交流を行ってい

るか 

□留学生の受入れのため、
学修成果、教育目標を明確
化し、体系的な教育課程の
編成に取組んでいるか 

□留学生の受入れを促進

するために学校が行う教

育課程、教育内容・方法等

について国内外に積極的

に情報発信を行っている

か 

非 

該 

当 

 

国際交流や留学生の受け入

れについては、他の専門学校

の取組みについて情報収集を

行ってきたが、2023 年度入学

予定者に留学生は無く、また、

2024年度以降の学生募集を停

止するため、国際交流等の取

組みを中断している。  

（特になし） （特になし）  

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 社会貢献、地域貢献には積極的に取り組んでいる。 

  

（特になし） 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 
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10-37 （1/1） 

10-37 ボランティア活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-37-1 学生のボ

ランティア活動

を奨励し、具体的

な活動支援を行

っているか 

□ボランティア活動など社

会活動について、学校とし

て積極的に奨励しているか 

□活動の窓口の設置など、

組織的な支援体制を整備し

ているか 

□ボランティアの活動実績

を把握しているか 

□ボランティアの活動実績

を評価しているか 

□ボランティアの活動結果

を学内で共有しているか 

４ 毎年、教職員と学生が地域

の公園、道路及び福祉施設な

どの清掃ボランティアを行う

「感謝の日」を定め、地域の清

掃ボランティアを行っていた

が、2023 年度も新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点

から実施を中止した。 

4 年連続で中止となったこ

とを契機に、今後は学生の意

見なども取り入れ、また、各町

内会との共催による新規事業

の構築については、意見交換

会等通して検討する。 

また、行政機関や医療福祉

施設が主催するボランティア

に各科積極的に参加してい

る。 

地域連携センターでは学生

が行う地域貢献、ボランティ

ア活動を推奨する「ボランテ

ィア・ポイント制度」を実施

し、活動実績を記録している。 

福祉分野の学生数の減少

により、特に福祉施設からの

ボランティア依頼に応えら

れない場合が多い。 

また、ボランティアの趣旨

から外れる内容の報告を学

生から受けることもある。 

学生のボランティア活動

は、学業に支障のない範囲で

奨励し、更に参加促進に向け

た支援について検討を行う

必要がある。 

学生が更に幅広いボラ

ンティア活動を行えるよ

う、仙台市社会福祉協議

会仙台市ボランティアセ

ンター等との連携を図り

ながら支援体制を整備し

ていく。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

 更に「ボランティア・ポイント制度」登録学生の増加に向けた体制の整備が必

要である。 

「ボランティア・ポイント制度」により、地域社会への貢献度が高い活動を行

った学生を表彰の対象としている。 

 

 最終更新日付 2024 年 5 月 7 日 記載責任者 馬場 健二 


